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第
一
章

明
治
初
期
の
千
歳

第
一
節

明
治
維
新
と
蝦
夷
地

第
一
項

維
新
政
権
と
蝦
夷
地

維
新
政
権
の
成
立

慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
十
月
十
四
日
、
徳
川
慶
喜
の
大
政
奉
還
に
よ
っ
て
二
五
〇

年
も
の
間
続
い
た
江
戸
幕
府
は
崩
壊
し
た
。
た
だ
慶
喜
の
選
択
し
た
「
大
政
奉
還
」
と

は
、「
大
政
返
上
」
を
建
白
し
た
が
「
征
夷
大
将
軍
職
」
を
返
上
す
る
も
の
で
は
な
く
、

徳
川
家
の
領
地
返
上
を
願
い
出
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
（
松
尾
正
人
『
維
新
政
権
』）。
そ

し
て
、
同
年
十
二
月
九
日
、
王
政
復
古
の
大
号
令
に
よ
っ
て
成
立
し
た
維
新
政
権
は
、

崩
壊
し
た
幕
府
体
制
に
替
わ
る
仮
の
機
構
と
し
て
総
裁
・
議
定
・
参
与
の
三
職
を
置
い

た
。
次
い
で
翌
慶
応
四
年
一
月
十
七
日
に
発
布
さ
れ
た
三
職
七
科
の
制
に
よ
り
、
三
職

の
下
に
神
祇
事
務
・
内
国
事
務
・
外
国
事
務
・
海
陸
軍
務
・
会
計
事
務
・
刑
法
事
務
と

制
度
寮
か
ら
な
る
行
政
七
科
を
設
け
、
維
新
政
権
の
行
政
機
構
が
一
応
成
立
し
た
。
一

方
、
薩
摩
藩
と
長
州
藩
を
中
心
と
す
る
倒
幕
勢
力
は
武
力
に
よ
る
幕
府
勢
力
の
転
覆
を

意
図
し
、
同
年
一
月
の
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
を
き
っ
か
け
と
し
て
戊
辰
戦
争
が
開
始
さ

れ
た
。

こ
の
よ
う
に
幕
末
・
維
新
期
の
国
内
情
勢
が
混
乱
す
る
中
で
、
蝦
夷
地
は
ど
の
よ
う

な
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
幕
末
の
蝦
夷
地
は
、
松
前
地
方
を
除
い
て
幕

府
の
出
先
機
関
で
あ
る
箱
館
奉
行
及
び
東
北
地
方
の
諸
藩
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た

が
、
幕
府
の
倒
壊
に
よ
っ
て
蝦
夷
地
警
備
に
出
動
し
て
い
た
東
北
諸
藩
は
一
斉
に
引
き

揚
げ
、
そ
の
警
備
体
制
は
い
わ
ば
空
白
状
態
と
化
し
て
い
た
。

蝦
夷
地
問
題
に
対
す
る
建
議

こ
の
よ
う
な
中
で
、
慶
応
四
年
二
月
二
十
七
日
、
高
野
保
建
少
将
と
清
水
谷
公
考
侍

従
の
連
名
で
蝦
夷
地
問
題
に
関
す
る
建
議
が
新
政
府
に
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
建
議
に

は
、
か
ね
て
か
ら
北
地
問
題
に
関
心
の
あ
っ
た
岡
本
文
平
（
監
輔
）
と
山
東
一
郎
の
意

見
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
軍
事
上
及
び
財
政
上
の
観
点
か
ら
維
新
政
権
に
よ
る
蝦
夷
地

確
保
の
必
要
性
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
三
月
九
日
、
明
治
天
皇
は
太
政
官
代（
京

都
・
二
条
城
）
に
行
幸
、
三
職
を
召
し
て
高
野
・
清
水
谷
の
建
議
を
採
択
し
、「
蝦
夷

開
拓
ノ
可
否
」
に
関
す
る
勅
問
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
三
職
一
同
は
「
大
ヒ
ニ

開
拓
可
然
之
旨
言
上
」し
て
い
る
が
、
翌
三
月
十
日
、
天
皇
は
再
び
三
職
に
対
し
て「
蝦

夷
地
開
拓
之
儀
」
と
「
鎮
撫
使
被
差
立
候
、
遅
速
之
儀
」
の
二
点
に
つ
い
て
三
月
十
二

日
ま
で
に
建
言
す
べ
き
旨
を
達
し
た
。
三
月
十
日
の
段
階
で
三
職
は
総
裁
一
名
、
議
定

二
八
名
、
参
与
七
七
名
が
在
任
中
で
あ
っ
た
が
、
う
ち
議
定
九
名
、
参
与
二
五
名
、
侍

従
一
名
の
計
三
五
名
か
ら
連
署
も
含
め
て
二
五
通
の
建
議
書
が
提
出
さ
れ
た
（『
新
北

海
道
史
』
第
三
巻
通
説
二
）。
い
わ
ゆ
る
「
対
議
二
十
五
條
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
建
議
は
、
高
野
・
清
水
谷
両
名
の
蝦
夷
地
開
拓
に
関
す
る
建
議
に
つ
い
て
こ

れ
を
原
則
的
に
支
持
す
る
意
見
が
大
半
で
あ
っ
た
が
、
開
拓
の
実
施
方
法
や
開
拓
経
費

の
負
担
問
題
に
つ
い
て
は
一
部
に
批
判
的
な
意
見
も
み
ら
れ
た
（
太
政
官
編
『
復
古
記
』

第
二
冊
、
林

善
茂
「
明
治
初
年
に
お
け
る
北
海
道
開
発
意
見
」）。

高
野
・
清
水
谷
の
再
建
議

そ
の
後
、
三
月
十
九
日
に
高
野
・
清
水
谷
の
両
名
か
ら
再
び
蝦
夷
地
問
題
に
関
す
る

全
七
ヵ
条
の
建
議
書
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

�
蝦
夷
地
開
拓
に
つ
い
て
は
諸
藩
に
布
告
し
、「
有
志
之
者
」
の
自
由
な
移
住
を
進
め
る

べ
き
こ
と
、
そ
の
た
め
、
大
坂
・
敦
賀
な
ど
に
会
所
を
設
置
し
て
支
援
す
る
こ
と
。

�
蝦
夷
地
全
島
の
経
営
で
は
「
有
志
之
者
」
は
深
い
見
込
み
が
あ
り
、
ま
た
兼
ね
て
「
約

置
候
者
」
も
「
微
忠
」
を
尽
く
す
で
あ
ろ
う
。
自
己
の
意
見
の
み
を
主
張
す
る
者
は
「
奇

手
異
能
」
の
持
ち
主
で
あ
っ
て
も
、
み
だ
り
に
採
用
す
る
こ
と
は
止
め
た
方
が
よ
い
。

も
し
懸
念
が
あ
る
場
合
に
は
諸
藩
の
有
志
を
選
ん
で
採
用
す
べ
き
で
あ
る
。
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�
鎮
撫
使
が
派
遣
さ
れ
た
場
合
は
松
前
家
で
先
導
す
る
ら
し
い
の
で
、
松
前
到
着
の
上
、

ま
ず
箱
館
方
面
に
布
告
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
箱
館
奉
行
所
の
役
人
達
は
「
蓄
財
之

為
」
に
赴
任
し
た
者
ば
か
り
な
の
で
、
直
接
同
地
に
乗
り
込
ん
で
も
抵
抗
す
る
懸
念
は

な
く
、
国
家
の
た
め
に
は
徳
川
家
の
存
続
を
願
わ
な
い
こ
と
を
公
言
す
る
者
も
い
る
ら

し
い
の
で
、
彼
ら
を
採
用
す
れ
ば
瓦
解
す
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
蝦
夷
地
警
備
に
派
遣

さ
れ
た
諸
藩
の
場
合
も
、
会
津
・
庄
内
の
二
藩
以
外
の
者
は
い
ず
れ
も
異
存
は
な
く
、

彼
ら
を
集
め
て
「
復
古
之
御
趣
意
」
を
諭
す
な
ら
ば
理
解
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一

般
民
間
人
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

�
ロ
シ
ア
並
び
に
「
諸
蕃
」
と
の
外
交
関
係
は
こ
れ
ま
で
通
り
と
し
て
、「
規
則
ニ
違
背
」

し
な
い
限
り
は
親
交
を
結
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
北
蝦
夷
地
の
境
界
問
題
に
つ
い
て
は
、
も

し
も
ロ
シ
ア
が
交
渉
を
申
し
入
れ
て
き
た
場
合
、
同
地
は
「
一
千
年
来
」
日
本
の
支
配

地
だ
っ
た
が
、
徳
川
幕
府
が
「
雑
居
之
約
」
を
取
り
決
め
た
こ
と
は
残
念
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
れ
ま
で
同
家
に
委
任
し
て
き
た
事
情
も
あ
る
の
で
、
伺
い
の
上
返
答
す
る
よ

う
に
し
た
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
奥
地
開
拓
の
名
目
も
十
分
に
貫
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

箱
館
に
在
留
す
る
イ
ギ
リ
ス
人
の
ブ
ラ
キ
ス
ト
ン
は
、
彼
を
採
用
す
れ
ば
航
海
術
な
ど

も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、
ロ
シ
ア
人
と
の
応
対
に
も
効
果
的
で
あ
る
。

�
箱
館
地
方
の
処
置
が
済
み
次
第
、
蝦
夷
地
の
奥
地
を
調
査
し
て
石
狩
に
移
転
し
、「
徳

川
氏
因
循
姑
之
風
習
」
を
一
掃
し
て
「
奥
地
開
拓
之
策
」
を
推
進
す
べ
き
で
あ
る
。
石

狩
近
辺
は
「
全
島
要
害
之
地
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
拠
点
を
置
い
て
開
拓
に
取
り
組

む
べ
き
で
あ
る
。

�
北
蝦
夷
地
は
「
全
島
雑
居
之
約
」
で
今
更
議
論
の
余
地
も
な
い
が
、
ひ
た
す
ら
開
拓
す

る
こ
と
が
肝
要
で
、「
有
志
之
輩
」
に
命
じ
て
ロ
シ
ア
人
の
足
跡
が
薄
い
東
北
奥
地
に

派
遣
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
地
域
は
ロ
シ
ア
人
の
滞
在
し
た
形
跡
が
な
い
の

で
早
々
に
開
発
す
べ
き
で
あ
り
、
富
内
・
久
春
古
丹
な
ど
に
も
漁
民
な
ど
を
多
数
送
り

込
む
べ
き
で
あ
る
。

�
場
所
請
負
制
度
は
廃
止
し
て
、
各
場
所
に
「
出
稼
之
者
」
を
直
接
居
住
さ
せ
る
よ
う
に

す
れ
ば
開
拓
の
成
果
も
挙
が
り
や
す
い
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
松
前
・
箱
館
の
町
人
達

が
経
済
的
に
困
窮
す
る
の
で
紛
糾
し
、
却
っ
て
混
乱
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
民
政

に
関
し
て
は
「
人
心
悦
服
」
す
る
よ
う
、
ま
た
「
怠
屈
」
さ
せ
な
い
よ
う
に
「
安
静
」

を
基
本
と
す
べ
き
で
あ
る
。

（
前
掲
『
復
古
記
』
第
二
冊
）

以
上
紹
介
し
た
高
野
・
清
水
谷
の
再
建
議
は
、
維
新
政
府
が
採
用
す
る
蝦
夷
地
・
北

蝦
夷
地
方
面
の
開
拓
政
策
の
基
本
方
針
と
な
っ
た
（『
新
北
海
道
史
』
第
三
巻
通
説
二
）。

「
蝦
夷
地
開
拓
ノ
事
宜
三
条
」

そ
し
て
同
年
三
月
二
十
五
日
、
維
新
政
府
は
蝦
夷
地
・
樺
太
の
開
拓
方
針
に
関
す
る

政
策
を
立
案
す
る
た
め
、
議
事
所
に
三
職
及
び
徴
士
を
召
集
し
、
副
総
裁
の
岩
倉
具
視

が
「
蝦
夷
地
開
拓
ノ
事
宜
三
条
」
に
つ
い
て
策
問
し
た
（『
復
古
記
』
第
三
冊
）。

第
一
条

箱
館
裁
判
所
被
二

取
建
一

候
事
、

第
二
条

同
所
総
督
、
副
総
督
、
参
謀
人
撰
之
事
、

第
三
条

蝦
夷
名
目
被
レ

改
、
南
北
二
道
被
二

立
置
一

テ
ハ
如
何
、

こ
の
策
問
に
対
す
る
公
卿
・
諸
侯
・
徴
士
の
反
応
は
さ
ま
ざ
ま
だ
っ
た
が
、
議
定
の

山
階
宮
以
下
一
九
名
か
ら
答
議
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、「
蝦
夷
地
之
儀
ハ
重
大
之

事
件
ニ
付
、
御
人
撰
第
一
ト
存
候
、
其
余
別
ニ
見
込
無
之
候
」（
中
御
門
大
納
言
）
と

あ
る
よ
う
に
、
箱
館
裁
判
所
総
督
の
設
置
と
そ
の
人
事
を
優
先
し
て
進
め
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う
意
見
が
大
勢
を
占
め
た
。
翌
年
六
月
、
蝦
夷
開
拓
督
務
に
任
命
さ
れ
る
「
肥

前
前
中
将
」
鍋
島
直
正
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
「
開
拓
ハ
第
二
儀
」
と
明
確
に
指
摘
し

た
。

開
拓
ハ
第
二
儀
ト
シ
、
先
ツ
裁
判
所
御
取
建
、
総
督
、
参
謀
御
撰
挙
被
為
在
、
基
礎
ヲ
被

立
置
、
且
任
撰
其
人
ヲ
得
候
ハ
ヽ
、
開
拓
ノ
仕
方
可
相
立
ト
存
候
、

こ
の
他
、
大
久
保
一
蔵
（
利
通
）
は
な
ぜ
か
「
松
浦
多
気
四
郎
」
を
推
薦
し
、
木
戸

４６４
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準
一
郎
（
木
戸
孝
允
）
も
「
大
基
本
被
立
置
度
ハ
、
鍋
島
侯
ノ
御
論
ノ
通
リ
」
と
鍋
島

の
意
見
に
賛
意
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
井
上
石
見
は
次
の
よ
う
な
意
見
を

述
べ
、「
奥
蝦
夷
」
の
情
勢
に
詳
し
い
人
物
の
登
用
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

箱
館
ニ
裁
判
所
御
取
建
相
成
候
テ
モ
、
奥
蝦
夷
ノ
儀
ハ
程
遠
キ
事
ユ
エ
、
何
レ
別
段
参
謀

ノ
内
ニ
テ
モ
御
遣
シ
相
成
度
、
人
撰
ノ
事
ハ
容
易
ニ
難
申
上
候
得
共
、
近
年
岡
本
文
平
其

地
ヲ
経
歴
イ
タ
シ
候
ユ
エ
、
此
人
ナ
ド
御
用
ヒ
可
然
ト
奉
存
候

以
上
の
よ
う
に
、
岩
倉
の
策
問
に
対
し
て
は
箱
館
裁
判
所
の
設
置
に
伴
う
総
督
人
事

を
優
先
す
べ
き
こ
と
が
支
配
的
な
意
見
で
あ
り
、
こ
う
し
た
行
政
機
構
を
確
立
し
た
上

で
蝦
夷
地
開
拓
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
な
お
、
第
三
条
の
蝦

夷
地
改
称
問
題
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
結
果
を
受
け
て
岩
倉

は
、「
衆
議
ニ
従
テ
先
ツ
人
撰
ヲ
決
定
シ
、
然
ル
後
裁
判
所
取
建
、
追
々
開
拓
ニ
手
ヲ

下
ス
ヘ
シ
」
と
会
議
を
締
め
く
く
っ
た
。

維
新
政
権
の
蝦
夷
地
政
策

で
は
、
維
新
政
府
の
具
体
的
な
蝦
夷
地
政
策
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ

れ
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
慶
応
四
（
明
治
元
）
年
四
月
十
二
日
に
地
方
行
政
機
関

と
し
て
の
箱
館
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
直
後
の
四
月
十
七
日
、
維
新
政
権
は
太

政
官
布
告
第
二
百
四
十
三
号
に
よ
っ
て
蝦
夷
地
問
題
に
関
す
る
七
ヵ
条
の
方
針
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

覚

一

箱
館
裁
判
所
総
督
へ
、
蝦
夷
地
開
拓
之
御
用
ト
モ
御
委
任
有
之
候
事

一

追
テ
蝦
夷
ノ
名
目
被
相
改
、
南
北
二
道
ニ
御
立
被
成
、
早
々
測
量
家
ヲ
差
遣
、
山
川

之
形
勢
ニ
随
ヒ
新
ニ
國
ヲ
分
チ
名
目
ヲ
御
定
有
之
候
事

一

列
藩
ヨ
リ
土
地
開
拓
之
事
等
相
心
得
候
者
於

朝
廷
御
借
リ
上
ケ
被
成
、
尽
ク
総
督

ノ
管
轄
ニ
相
成
、
現
地
ノ
形
勢
情
実
得
ト
御
詮
議
ノ
上
、
次
第
被
為
立
候
テ
御
手
下
シ

可
有
之
候
事

従
来
蝦
夷
地
探
索
其
形
勢
情
実
相
辨
候
、
乍
去
御
召
出
ノ
儀
勿
論
ニ
候
、
猥
リ
ニ
浮
浪

ノ
徒
ヲ
遣
ヒ
候
儀
者
不
宜
候
事

一

従
来
蝦
夷
ヨ
リ
出
シ
候
諸
税
、
蝦
夷
地
開
拓
ノ
入
費
ニ
相
用
、
屹
度
開
墾
ノ
目
的
相

立
候
迄
者
他
ノ
入
用
ニ
不
致
候
事

一

開
墾
ヲ
相
望
ノ
諸
侯
有
之
候
ハ
ヽ
、
御
詮
議
ノ
上
土
地
御
渡
シ
被
仰
付
、
開
墾
ノ
目

的
相
立
候
上
ニ
テ
検
察
イ
タ
シ
、
相
応
ノ
貢
税

朝
廷
ヘ
相
納
候
様
被

仰
付
候
事

速
ニ
利
ヲ
求
メ
ス
真
ニ
廃
物
ヲ
興
ス
ノ
御
主
意
ニ
テ
開
墾
ノ
目
途
相
立
可
申
事

一

ソ
ウ
ヤ
邊
カ
ラ
フ
ト
ヘ
近
ク
相
望
候
場
所
ニ
テ
一
府
ヲ
被
立
置
度
候
事

一

蝦
夷
地
開
拓
ノ
規
模
大
略
相
立
候
上
ニ
テ
、
北
蝦
夷
開
拓
ノ
手
段
ヲ
被
為
尽
度
候
事

以
上

（
内
閣
官
報
局
『
法
令
全
書
』、
読
点
は
引
用
者
）

第
一
条
は
、
地
方
行
政
機
関
と
し
て
の
箱
館
裁
判
所
総
督
に
対
し
て
蝦
夷
地
の
開
拓

事
業
を
委
任
し
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
維
新
政
府
と
し
て
は
、
蝦
夷
地
開
拓
と
い

う
国
家
的
な
大
事
業
を
担
当
す
る
機
関
を
別
に
設
け
た
い
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
が
、

そ
の
余
力
が
無
い
の
で
当
面
は
箱
館
裁
判
所
に
委
任
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
同

年
十
月
に
は
蝦
夷
地
に
榎
本
武
楊
の
率
い
る
幕
府
脱
走
軍
が
侵
攻
し
て
く
る
の
で
、
実

際
に
そ
の
よ
う
な
組
織
が
設
立
さ
れ
る
の
は
翌
二
年
七
月
の
開
拓
使
設
置
ま
で
待
た
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
第
二
条
は
、「
蝦
夷
」地
と
い
う
名
称
が
相
応
し
く
な
い
の
で
近
々

改
称
す
る
と
共
に
、
こ
の
蝦
夷
地
が
余
り
に
も
広
大
な
の
で
南
北
二
道
に
分
割
す
る
と

と
も
に
、
蝦
夷
地
全
体
を
測
量
し
て
自
然
の
地
形
に
従
っ
て
各
地
域
に
分
け
、
国
名
を

付
け
た
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
点
も
、
実
現
す
る
の
は
翌
年
八
月
の
こ
と
だ
っ

た
。こ

の
政
府
の
方
針
は
、
第
三
条
以
下
で
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
第
三

条
は
、
諸
藩
の
開
拓
に
熟
練
し
た
者
を
維
新
政
府
が
雇
い
上
げ
て
箱
館
裁
判
所
総
督
の

管
轄
の
下
に
置
き
、
蝦
夷
地
の
現
地
事
情
を
調
査
し
た
上
で
開
拓
に
着
手
す
る
こ
と
、

第１章 明治初期の千歳
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第
四
条
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
蝦
夷
地
の
諸
税
は
、
蝦
夷
地
の
開
拓
と
い
う
目
的
が
達
成

さ
れ
る
ま
で
は
そ
の
目
的
以
外
に
使
用
し
な
い
こ
と
、
第
五
条
で
は
、
蝦
夷
地
の
開
墾

を
希
望
す
る
諸
藩
に
は
詮
議
し
た
上
で
土
地
を
割
渡
し
、
相
応
の
税
金
を
政
府
に
納
め

る
よ
う
指
示
す
る
こ
と
、
第
六
条
で
は
、
カ
ラ
フ
ト
（
樺
太
）
に
近
い
ソ
ウ
ヤ
（
宗
谷
）

周
辺
に
一
府
を
建
て
る
こ
と
、
最
後
の
第
七
条
は
、
蝦
夷
地
開
拓
の
目
途
が
立
っ
た
段

階
で
北
蝦
夷
地
（
樺
太
）
開
拓
の
手
段
を
講
ず
る
こ
と
、
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
方
針
は
、
明
治
二
年
七
月
八
日
に
設
置
さ
れ
る
開
拓
使
の
も
と
で
具
体
化

が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
項

箱
館
裁
判
所
と
箱
館
府
の
設
置

箱
館
裁
判
所
の
設
置

明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
四
月
十
二
日
、
箱
館
裁
判
所
と
呼
ば
れ
る
役
所
が
設
置
さ

れ
た
。
た
だ
し
『
法
令
全
書
』
に
よ
れ
ば
、
同
日
「
箱
館
裁
判
所
総
督
被

仰
出
候
事

（
箱
館
裁
判
所
ヲ
置
ク
ノ
令
他
ニ
見
ル
所
ナ
シ
姑
ク
之
ヲ
存
ス
）」
と
あ
っ
て
、
裁
判
所

総
督
の
人
事
は
発
令
さ
れ
た
が
、
そ
の
組
織
の
設
置
に
関
す
る
法
令
は
確
認
で
き
な
い

と
い
う
。
こ
れ
は
他
の
裁
判
所
も
同
様
で
あ
り
、
同
年
一
月
二
十
七
日
、
大
阪
鎮
台
が

大
阪
裁
判
所
と
改
称
さ
れ
た
場
合
も
「
改
大
阪
鎮
台

為
同
所
裁
判
所
総
督
（
大
阪
裁

判
所
ヲ
置
ク
ノ
令
他
ニ
見
ル
所
ナ
シ
姑
ク
之
ヲ
存
ス
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ

る
。現

在
の
日
本
で
裁
判
所
と
い
え
ば
司
法
機
関
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
場
合
の
裁
判
所

は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
当
時
は
維
新
変
革
の
進
行
過
程
に
あ
り
、
戊
辰
戦
争

の
最
終
段
階
に
あ
た
る
箱
館
戦
争
は
い
ま
だ
に
終
了
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

中
で
成
立
し
た
ば
か
り
の
維
新
政
府
は
、
全
国
の
諸
藩
に
属
さ
な
い
直
轄
地
を
支
配
す

る
た
め
に
裁
判
所
と
呼
ば
れ
る
役
所
を
全
国
的
に
設
け
た
が
、
こ
の
裁
判
所
は
司
法
機

関
で
は
な
く
地
方
行
政
機
関
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。

表１－１ 裁判所及び府県の設置状況
設置
年月日 裁判所名 設置

年月日
初代の総督

（前職及び兼務等）
府と改称
年月日 府の名称 県と改称

年月日
県の
名称 備考

（明治） （明治） （明治） （明治） （明治）
１．１．２２ 大 坂 １．１．２７ 醍醐忠順（鎮台から） １．５．２ 大 坂
１．１．２２ 兵 庫 １．２．２ 東久世通禧（鎮台から） １．５．２３ 兵 庫
（慶応） 長 崎 １．２．２ 沢宣嘉（九州鎮撫総監から） １．５．４ 長 崎 ２．６．２０ 長 崎
３．１２．１３ 京 都 １．２．１９ 万里小路博房（制度事務局輔から） １．閏４．２５ 京 都

大 津 １．３．７ 長谷信篤（議定兼勤） １．閏４．２５ 大 津 ５．１．１９ 滋賀県となる
横 浜 １．３．１９ 東久世通禧（兵庫から） １．６．１７ 神奈川 １．９．２１ 神奈川

改称 神奈川 １．４．２０
箱 館 １．４．１２ 仁和寺宮嘉彰親王のち清水谷公考 １．閏４．２４ 箱 館 ２．７．２４箱館府廃止のみ布告
笠 松 １．４．１８ 大原重徳（参与兼勤） １．閏４．２５ 笠 松 ４．１１．２２ 岐阜県となる
新 潟 １．４．１９ 西条隆平（北陸道鎮撫副総督兼務） １．５．２９ 越 後＊府再置２．２．８ ２．７．２７ 水 原 ３．３．７ 新潟県となる

改称１．９．２１ 新 潟 ２．２．２２ 新 潟
（明治） 府中但馬 １．４．１９ 西園寺公望（山陰道鎮撫総督兼務） ※西園寺は任に赴かず １．閏４．２８ 久美浜 ＊但馬を兼管す（４．１１．２２豊岡

県へ、９．８．２１京都府へ）１．４．２１ １．５．１２ 江 戸
改称１．７．１７ 東 京

１．５．１９ ＊同時に寺社・市政・民政の三裁判所を設置（旧幕の寺社、町、勘定奉行を引き継ぐもの）
佐 渡 １．４．２４ 滋野井公寿 １．閏４．２１ 佐渡鎮撫使とする １．９．２ 佐 渡 ２．２．２２ 廃止、越後府へ
三 河 １．４．２９ 平野時厚（参与兼勤） １．６．９ 三 河 ２．６．２４ 廃止、伊那県へ

１．閏４．２５ 日 田 ４．１１．１４ 大分県となる
１．閏４．２５ 富 高 １．８．１７ 廃止、日田県へ
１．閏４．２５ 富 岡 １．６．１０ 天草県と改称
１．５．１７ 倉 敷 ４．１１．１５ 深津県となる

１．１．２１ ※２．１廃止 １．７．２９ 奈 良 １．５．１９ 奈 良 ２．７．２４ 奈良府を県と改称
１．６．２ 高 山 ４．１１．２０ 筑摩県となる
１．６．４ 真 岡 ２．７．２０ 廃止、日光県へ
１．６．１７ 岩 鼻 ４．１０．２８ 群馬県となる
１．６．２２ 堺
１．６．２９ 韮 山 ４．１１．１４ 足柄県となる

１．７．６ 度 会 ２．７．２４ 度 会 ９．４．１８ 三重県へ
１．７．２７ 柏 崎 ２．２．２２ 廃止、越後府へ
１．８．２ 伊 那 ４．１１．２０ 筑摩県となる
１．９．４ 府 中

１．１０．２８ 甲 斐 １．９．４ 市 川 ２．７．２４ 甲斐県と改称
１．９．４ 石 和
２．２．２３ 日 光 ４．１１．１４ 栃木県へ

註� 『函館市史』通説編第２巻（平成２年）２１０頁より。
� 原表の一部を改変。

４６６

第４編 開拓の開始と近代社会の成立

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／新千歳市史／第４編（Ｐ４６１～９６６）／第４編　第１章  2010.02.18 18.30.21  Page 6 



こ
の
時
期
の
裁
判
所
は
行
政
機
関
と
司
法
機
関
の
機
能
が
未
分
離
で
あ
り
、
地
方
官

は
行
政
事
務
を
行
う
か
た
わ
ら
裁
判
を
行
う
権
限
を
持
っ
て
い
た
。
維
新
政
府
は
明
治

四
年
に
始
め
て
司
法
機
関
と
し
て
の
東
京
裁
判
所
を
設
け
、
翌
五
年
以
降
は
府
県
に
も

裁
判
所
を
置
い
た
が
、
裁
判
官
は
地
方
官
を
兼
務
し
て
い
た
の
で
司
法
と
行
政
は
未
分

離
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。そ
の
後
、八
年
五
月
に
大
審
院
を
設
け
て
最
高
の
裁
判
所
と
し
、

翌
九
年
九
月
に
府
県
裁
判
所
を
地
方
裁
判
所
と
改
称
し
て
地
方
官
と
裁
判
官
の
兼
務
を

禁
止
し
、
よ
う
や
く
司
法
と
行
政
の
分
離
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
地
方
行
政
機
関
と
し
て
の
裁
判
所
の
設
置
は
、
先
に
触
れ
た
同
年
一
月
二

十
七
日
の
大
阪
裁
判
所
が
最
初
で
あ
る
。以
後
、四
月
二
十
九
日
ま
で
に
兵
庫
・
長
崎
・

京
都
・
大
津
・
横
浜
（
の
ち
神
奈
川
に
改
称
）・
箱
館
・
笠
松
・
新
潟
・
府
中
但
馬
・

佐
渡
・
三
河
の
あ
わ
せ
て
一
二
裁
判
所
が
設
け
ら
れ
（
表
１－

１
）、
総
督
と
副
総
督

が
任
命
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
地
方
行
政
機
関
に
な
ぜ
「
裁
判
所
」
と
い
う
名
前
が
採
用

さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
明
治
維
新
の
主
体
勢
力
で
あ
る

萩
藩
の
近
世
に
お
け
る
地
方
行
政
区
と
し
て
、
他
藩
の
郡
に
あ
た
る
も
の
を
「
宰
判
」

（
さ
い
ば
ん
）
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
と
の
関
連
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
。

清
水
谷
総
督
へ
の
引
継
ぎ

箱
館
裁
判
所
の
初
代
総
督
に
は
明
治
元
年
四
月
十
二
日
に
皇
族
の
仁
和
寺
宮
嘉
彰
親

王
が
任
命
さ
れ
た
が
、
本
人
が
固
辞
し
た
こ
と
か
ら
閏
四
月
五
日
に
副
総
督
の
清
水
谷

公
考
が
改
め
て
総
督
に
任
命
さ
れ
た
。
清
水
谷
総
督
ら
の
一
行
は
四
月
十
四
日
に
京
都

を
出
発
し
、
敦
賀
か
ら
日
本
海
を
経
て
箱
館
に
向
か
っ
た
が
、
赴
任
旅
費
が
支
給
さ
れ

な
か
っ
た
の
で
近
江
商
人
の
珠
玖
清
左
衛
門
を
箱
館
裁
判
所
用
達
に
任
命
し
、
蝦
夷
地

の
産
物
を
取
り
扱
う
商
人
達
の
献
金
に
よ
っ
て
旅
費
を
捻
出
し
た
。
一
行
が
箱
館
入
り

し
た
の
は
閏
四
月
二
十
六
日
で
あ
る
。
こ
の
時
箱
館
奉
行
を
務
め
て
い
た
の
は
杉
浦
勝

誠
で
あ
る
。
彼
は
文
政
九
（
一
八
二
六
）
年
に
幕
臣
久
須
美
三
郎
祐
義
の
子
と
し
て
生

ま
れ
、
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
年
に
幕
臣
杉
浦
家
の
家
督
を
継
い
だ
。
目
付
・
長
崎
奉

行
を
経
て
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
正
月
、
箱
館
奉
行
と
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

杉
浦
の
日
記
に
は
、
こ
の
日
の
状
況
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
お
り
、
五
稜
郭
開
城
直

前
の
緊
張
し
た
雰
囲
気
が
う
か
が
わ
れ
る
。

二
十
六
日

晴

一

今
朝
五
ツ
時
過
五
稜
郭
江
出
勤
、
御
役
所
内
取
片
付
も
の
、
夫
々
及
差
図

一

四
ツ
時
過
、
左
之
人
物
・
堀
清
之
丞
入
来
ニ
付
、
表
座
敷
壱
ノ
間
ニ
於
而
逢

徴
士
内
国
事
務
局
権
判
事

小
野
淳
輔

此
人
、
先
年
勝
房
州
塾
ニ
居
、
大
坂
ニ
而
屡
面
会
せ
し
由
、
先
方
ヨ
リ
申
聞
ル

一

同
人
江
引
合
、
五
稜
郭
引
し
相
済
、
自
分
は
し
め
一
同
退
去

〇
御
門
々
、
是
迄
歩
兵
ニ
而
固
め
候
ヶ
所
は
、
松
前
・
南
部
・
津
軽
三
家
ニ
而
受
取
、

直
ニ
番
士
交
代
也

〇
先
方
不
案
内
ニ
付
、
差
向
小
使
四
人
は
其
の
ま
ゝ
さ
し
置
候
事

〇
清
水
谷
は
惣
督
、
副
惣
督
土
井
能
登
守
、
鶴
賀
ヨ
リ
不
快
引
返
、
今
日
着
は
清
水
谷

ノ
ミ
之
趣
、
土
井
は
其
実
家
中
ニ
而
何
歟
議
論
不
折
合
、
見
合
可
相
成
候
之
由

小
野
淳
輔
話
也

一

五
稜
郭
引
渡
し
候
ニ
付
、
当
分
仮
御
役
所

明
御
役
宅
江
移
し
一
同
出
勤
、
引
渡
し

取
調
物
等
致
し
候
事
ニ
相
定
ム

（『
杉
浦
梅
潭

箱
舘
奉
行
日
記
』
慶
応
四
年
閏
四
月
二
十
六
日
の
条
）

清
水
谷
総
督
の
先
遣
隊
に
五
稜
郭
を
明
け
渡
し
た
杉
浦
が
仮
役
所
に
出
勤
、
帰
宅
後

い
よ
い
よ

の
「
八
ツ
時
前
」、
す
な
わ
ち
午
後
三
時
頃
に
「
惣
督

愈

着
船
相
成
候
」
と
い
う
報

告
が
沖
の
口
役
所
か
ら
入
っ
た
。
翌
閏
二
十
七
日
、
仮
役
所
に
出
向
い
た
杉
浦
に
「
杉

浦
兵
庫
頭
殿

裁
判
所
」
と
書
か
れ
た
書
面
が
届
け
ら
れ
、
同
日
午
後
、
五
稜
郭
で
杉

浦
誠
と
清
水
谷
総
督
が
対
面
、
蝦
夷
島
の
維
新
政
府
へ
の
引
き
渡
し
が
行
わ
れ
た
。
そ

の
際
、
清
水
谷
総
督
か
ら
杉
浦
奉
行
に
対
し
二
通
の
書
面
が
手
渡
さ
れ
て
い
る
。
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今
般
当
所
裁
判
処
取
建
ニ
付
、
是
迄
預
役
所
金
穀
器
械
等
逐
一
取
調
、
證
書
指
出
候
回
心

神
妙
之
至
ニ
候
、
右
之
趣
朝
廷
江
及
言
上
候
条
、
役
々
一
同
江
可
被
申
渡
候
也

是
迄
詰
合
之
も
の
上
下
一
同
、
衣
食
等
ニ
不
苦
様
取
計
可
申
候
条
、
各
得
其
意
安
心
可
致
、

其
上
人
材
ニ
随
ひ
夫
々
任
用
可
有
之
、
今
日
ニ
至
候
而
は
孰
も

皇
家
之
臣
民
た
る
は
勿
論
ニ
候
間
、
裁
判
所
附
属
之
心
得
を
以
て
尽
力
可
致
候
事

（
同
右
、
慶
応
四
年
閏
四
月
二
十
七
日
の
条
）

前
者
は
、
こ
の
ほ
ど
箱
館
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
ま
で
箱
館
奉
行
所
で

管
理
し
て
い
た
「
金
穀
器
械
等
」
な
ど
を
詳
し
く
調
査
し
て
報
告
せ
よ
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
後
者
は
、
箱
館
奉
行
所
に
勤
務
し
て
い
た
者
も
今
日
で
は
「
皇
家
之
臣
民
」

で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
の
で
、
新
設
の
裁
判
所
で
継
続
し
て
採
用
す
る
こ
と
を
考

え
た
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
箱
館
裁
判
所
が
五
稜
郭
の
中
に
開
庁
し
た
の
は
五
月
一

日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
再
び
杉
浦
の
日
記
を
引
用
し
て
み
た
い
。

朔
日

朝

小
雨

一

今
日
当
地
事
務
相
渡
し
候
ニ
付
、
五
ツ
時
過
五
稜
郭
江
出
ル
、
熨
斗
目
麻
上
下

〇
惣
督
一
ノ
間
江
着
座
、
引
渡
し
目
録
拾
三
冊
自
分
持
出
し
、
惣
督
江
相
渡
し
、
一
覧
之

上
受
取
候
旨
被
申
聞
、
退
座

但
、
判
事
列
席

（
同
右
、
慶
応
四
年
閏
五
月
朔
日
の
条
）

こ
の
引
継
ぎ
に
あ
た
っ
て
杉
浦
か
ら
清
水
谷
府
知
事
に
渡
さ
れ
た
一
三
冊
の
目
録
の

中
に
は
、
箱
館
奉
行
の
管
轄
地
域
に
関
す
る
「
地
方
引
渡
演
説
書
」、
蝦
夷
地
に
関
す

る
「
蝦
夷
地
引
渡
演
説
書
」、
東
蝦
夷
地
・
ム
ロ
ラ
ン
の
牧
牛
場
に
関
す
る
「
牧
牛
ノ

儀
ニ
付
演
説
書
」
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
た
。

箱
館
裁
判
所
の
機
構
と
人
事

箱
館
裁
判
所
の
設
立
時
の
機
構
は
、
清
水
谷
府
知
事
の
も
と
に
民
政
・
文
武
・
生

産
・
外
国
・
勘
定
・
監
察
・
執
達
の
七
掛
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
仕
組

み
で
あ
っ
た
。
各
掛
の
事
務
分
掌
と
担
当
者
は
次
の
通
り
で
あ
り
、
生
産
と
監
察
の
担

当
者
が
未
定
だ
っ
た
。
な
お
、
文
武
の
「
堀

清
五
郎
」
は
「
堀

真
五
郎
」
の
誤
り

で
あ
り
、
勘
定
の
「
巌

玄
溟
」
は
「
宇
野
監
物
」
の
こ
と
で
あ
る
。

民
政

「
井
上

石
見
」

公
事
訴
訟
・
刑
獄
・
寺
社
・
病
院
・
作
事
・
勧
農
・
拓
地
等
之
事
を
掌
ル

文
武

「
堀

清
五
郎
」

文
武
講
習
・
器
械
制
造
・
防
火
捕
逮
等
之
事
を
掌
ル

生
産

（
未

定
）

財
本
を
開
き
、
産
物
・
商
法
・
諸
運
送
船
等
之
事
を
掌
ル

外
国

「
小
野

淳
輔
」

各
国
一
切
之
事
務
を
掌
ル

勘
定

「
巌

玄
溟
」

金
穀
出
入
・
賦
税
・
秩
録
・
倉
廩
等
を
掌
ル

監
察

（
未

定
）

内
外
之
過
失
を
論
し
、
諸
司
の
作
法
を
正
し
、
総
而
弾
劾
事
を
掌
ル

執
達

「
吉
田
復
太
郎
」

諸
藩
并
士
民
応
接
、
使
命
傳
達
之
事
を
掌
ル（

同
右
、
慶
応
四
年
閏
四
月
二
十
九
日
の
条
）

こ
の
よ
う
な
人
事
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
曲
折
が
あ
り
、
民
政
に
井
上
石
見
、
文

武
に
村
上
常
右
衛
門
、
生
産
に
山
東
一
郎
、
勘
定
に
巌
玄
溟
の
名
前
が
記
載
さ
れ
、
他

は
空
白
の
史
料
も
あ
る
（「
旧
記
抄
録

全
」『
函
館
市
史
』
史
料
編
第
二
巻
）。
裁
判
所
設

置
後
の
五
月
七
日
に
一
部
見
直
し
が
な
さ
れ
た
が
、
改
正
後
の
掛
と
事
務
分
掌
及
び
担

当
者
を
掲
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

民
政
方

神
仏
、
市
在
公
事
訴
訟
、
刑
獄
、
作
事
、
病
院
、
勧
農
、
拓
地
等
の
事
を
掌
る

４６８
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井
上

石
見

文
武
方

文
武
講
習
、
器
械
製
造
、
防
火
捕
逮
の
事
を
掌
る

堀

真
五
郎

生
産
方

財
本
を
開
き
、
産
物
商
法
、
諸
運
送
船
等
の
事
を
掌
る

山
東

一
郎

外
国
方

各
国
一
切
の
事
務
を
掌
る

小
野

淳
輔

勘
定
方

金
穀
出
入
、
賦
税
、
秩
禄
、
倉
廩
等
の
事
を
掌
る

巌

玄
溟

観
察

内
外
の
過
失
を
論
じ
、
諸
司
の
作
法
を
正
し
総
て
弾
劾
の
事
を
掌
る長

谷
部
卓
爾

執
達
方

諸
藩
并
士
民
応
接
、
使
命
伝
達
の
事
を
掌
る

吉
田
復
太
郎

（『
函
館
市
史
』
通
説
編
第
二
巻
）

箱
館
裁
判
所
の
設
立
時
と
五
月
七
日
の
一
部
改
正
と
の
主
な
違
い
は
人
事
面
で
あ

る
。
そ
れ
ま
で
空
席
だ
っ
た
生
産
方
と
監
察
の
担
当
者
に
山
東
一
郎
と
長
谷
部
卓
爾
が

そ
れ
ぞ
れ
就
任
し
、
事
務
分
掌
面
で
の
変
更
は
特
に
み
ら
れ
な
い
。

箱
館
裁
判
所
の
職
制
は
総
督
・
副
総
督
・
判
事
・
権
判
事
が
置
か
れ
、
こ
れ
ら
の
上

級
職
は
京
都
で
任
命
さ
れ
た
。
そ
の
下
に
実
務
を
担
当
す
る
司
事
・
参
事
・
従
事
・
給

事
・
趨
事
・
属
事
と
呼
ば
れ
る
属
吏
六
等
が
置
か
れ
、
司
事
席
・
参
事
席
と
称
し
た
。

杉
浦
の
日
記
に
は
「
階
級

判
事
・
権
判
事
・
司
事
・
参
事
・
従
事
・
給
事
・
趨
事
の

五
六
等
也
と
云
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（『
杉
浦
梅
潭

箱
舘
奉
行
日
記
』
慶
応
四
年
五
月
七

日
の
条
）。
職
員
の
多
く
は
、
か
つ
て
箱
館
奉
行
所
に
勤
務
し
て
い
た
旧
幕
臣
が
継
続

的
に
採
用
さ
れ
て
い
る
（
門
松
秀
樹
『
開
拓
使
と
幕
臣
』）。

杉
浦
の
部
下
に
も
、
江
戸
に
帰
国
す
る
予
定
だ
っ
た
が
、
間
際
に
な
っ
て
裁
判
所
か

ら
職
員
と
し
て
採
用
の
通
知
が
あ
り
、
急
遽
予
定
を
変
更
し
て
箱
館
に
留
ま
る
こ
と
に

な
っ
た
者
が
い
た
。
こ
れ
ら
部
下
達
の
待
遇
が
気
に
な
っ
た
の
か
、
杉
浦
は
「
一

裁

こ
こ

判
所
役
人
給
料
伝
聞
之
趣
、
信
用
ナ
ラ
サ
レ
共
爰
ニ
記
ス
」
と
し
て
、
年
俸
の
額
を
日

記
に
記
し
て
い
る
（『
杉
浦
梅
潭

箱
舘
奉
行
日
記
』
慶
応
四
年
五
月
十
二
日
の
条
）。

司
事

四
〇
〇
両
か
ら
二
〇
〇
両
ま
で

参
事

三
〇
〇
両
か
ら
二
〇
〇
両
ま
で

従
事

二
〇
〇
両
か
ら
七
五
両
ま
で

給
事

一
〇
五
両
か
ら
七
五
両
ま
で

趨
事

六
〇
両
か
ら
三
〇
両
ま
で

こ
の
よ
う
な
司
事
・
参
事
・
従
事
・
給
事
と
い
っ
た
属
吏
の
名
称
は
、
時
刻
を
連
想

さ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
「
時
計
役
人
」
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
。

秦
一
明
（
斗
鬼
三
）
の
事
蹟

明
治
十
三
年
十
月
、
千
歳
郡
各
村
二
代
目
戸
長
と
な
る
秦
一
明
（
斗
鬼
三
）
も
、
旧

幕
臣
と
し
て
の
経
歴
を
持
つ
一
人
だ
っ
た
。
秦
は
文
政
十
一
（
一
八
二
八
）
年
二
月
伊

予
国
新
居
郡
楢
木
村
（
現
、
愛
媛
県
西
条
市
楢
木
）
に
生
ま
れ
、
渡
島
国
亀
田
郡
鍛
冶

村
に
移
住
し
て
農
業
を
営
ん
で
い
た
が
、
明
治
元
年
七
月
、
箱
館
府
趨
事
席
を
命
ぜ
ら

れ
た
。
翌
八
月
、
箱
館
府
は
新
た
に
一
隊
を
組
織
し
て
新
兵
隊
と
称
し
、
秦
は
給
事
席

に
昇
進
し
て
同
隊
隊
長
を
務
め
た
。
同
十
月
、
幕
府
脱
走
軍
が
蝦
夷
地
に
侵
攻
す
る
と

秦
は
清
水
谷
府
知
事
に
従
っ
て
青
森
に
移
っ
た
。
翌
二
年
四
月
、
政
府
軍
の
反
攻
が
始

や
ぎ
な
い

ま
る
と
秦
は
渡
島
国
上
磯
郡
泉
沢
村
に
移
り
、
矢
不
来
・
七
重
浜
・
亀
田
を
転
戦
し

た
。
箱
館
戦
争
が
終
了
後
の
同
八
月
、
新
兵
隊
は
数
回
の
戦
闘
で
兵
士
が
減
少
し
た
こ

と
か
ら
、
諸
隊
を
併
せ
て
函
衛
隊
が
組
織
さ
れ
、
隊
長
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
九
月
に
は
砲

隊
長
を
兼
ね
て
開
拓
少
主
典
に
昇
進
し
た
が
、
三
年
閏
十
月
隊
長
を
免
ぜ
ら
れ
て
同
隊

（
御
）
用
掛
と
な
っ
た
（
河
野
常
吉
編
『
北
海
道
史
人
名
字
彙
』）。

こ
の
記
述
の
元
と
な
っ
た
史
料
の
一
つ
は
『
己
巳
十
月
十
三
日
ヨ
リ

官
員
進
退
調

綴
込

上
』（
北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
）
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
旧
幕
之

節
」
の
秦
は
歩
兵
一
中
隊
の
「
嚮
導
役
取
締
同
心
格
」
で
あ
っ
た
。
明
治
元
年
五
月
の

「
箱
館
御
引
渡
之
節
」
に
解
職
さ
れ
た
が
、
七
月
十
五
日
「
箱
館
裁
判
所
趨
事
席
」
に

採
用
さ
れ
、「
御
親
兵
隊
々
長
」
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

明
治
三
年
以
後
、
十
三
年
十
月
に
千
歳
郡
各
村
戸
長
と
な
る
ま
で
の
彼
の
経
歴
は
、
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『
札
幌
県
官
吏
履
歴
書

全
四
冊
巻
之
一
』（
北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
）
を
利
用
し
て
『
増

補
千
歳
市
史
』
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
市
史
の
中
で
は
、
明
治
十
八
年
の
「
札

幌
県
履
歴
書
」
と
な
っ
て
い
る
）。
市
史
の
記
述
は
明
治
三
年
ま
で
の
部
分
が
省
略
さ

れ
、
秦
が
函
衛
隊
の
隊
長
を
免
ぜ
ら
れ
て
新
た
に
同
隊
御
用
掛
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
明

治
四
年
三
月
五
日
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
『
札
幌
県
官
吏
履
歴
書
』
の
秦
の
経
歴

に
は
、
そ
も
そ
も
明
治
三
年
の
記
述
が
存
在
し
な
い
。
し
か
し
複
数
の
同
系
統
の
史
料

で
は
、
彼
が
明
治
三
年
閏
十
月
に
開
拓
少
主
典
を
拝
命
し
、
同
時
に
函
衛
隊
御
用
掛
と

し
て
勤
務
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
（『
明
治
三
庚
年

官
員
明
細
短
冊

九

月

庶
務
掛
』、『
明
治
四
辛
未
年

官
員
明
細
短
冊

十
二
月

開
拓
使
』
北
海
道
立
文
書
館

所
蔵
）。

こ
の
『
官
員
明
細
短
冊
』
と
呼
ば
れ
る
史
料
は
基
本
的
に
本
人
の
自
筆
に
よ
る
も
の

で
、
自
己
申
告
的
な
意
味
合
い
を
含
ん
だ
史
料
で
あ
る
。『
札
幌
県
官
吏
履
歴
書
』
の

中
で
、
秦
の
明
治
三
年
の
事
項
が
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
何
故
か
と
い
う
疑
問

は
残
る
が
、
彼
が
函
衛
隊
の
御
用
掛
と
な
っ
た
の
は
明
治
三
年
で
あ
る
と
断
定
し
て
差

し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
後
の
秦
は
、
六
年
の
「
江
差
福
山
人
民
暴
動
」（
い
わ
ゆ

る
福
山
・
檜
山
騒
動
）
に
歩
兵
一
小
隊
と
大
砲
隊
を
率
い
て
出
動
し
た
後
は
開
拓
使
を

離
れ
、
函
館
税
関
の
勤
務
が
比
較
的
長
か
っ
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。

箱
館
裁
判
所
の
布
告

箱
館
裁
判
所
は
明
治
元
年
五
月
、
箱
館
の
住
民
に
対
し
次
の
よ
う
な
布
告
を
出
し
、

地
域
住
民
に
対
す
る
裁
判
所
と
し
て
の
行
政
方
針
を
示
し
て
い
る
。

此
度
徳
川
氏
政
治
を
返
し
奉
り
、
津
々
浦
々
の
は
て
ま
で
も
、
こ
と
ご
と
く
天
子
様
の
御

直
支
配
に
被
レ

為
レ

遊
、
当
地
に
て
も
裁
判
所
御
取
建
に
相
成
、
其
御
総
務
様
と
申
奉
る
は

皆
々
存
の
通
り
、
天
子
様
の
御
側
に
あ
ら
せ
ら
れ
、
申
迄
も
無
レ

之
尊
き
御
方
々
に
候
得

共
、
是
迄
と
は
違
ひ
民
百
姓
は
子
の
ご
と
く
憐
れ
み
、
し
た
し
く
被
レ

成
御
威
光
が
ま
し

き
事
は
不
レ

被
レ

成
、
町
人
、
百
姓
、
浦
人
ま
で
安
楽
に
渡
世
為
レ

致
、
此
土
地
繁
昌
し
て

故
の
如
く
成
行
候
様
被
レ

成
度
思
召
に
候
故
、
下
々
迷
惑
の
事
は
何
事
に
不
レ

依
申
上
候
人

あ
ら
ば
是
を
の
ぞ
き
、
か
ら
き
め
に
逢
ひ
候
も
の
は
御
救
被
レ

下
候
故
、
御
法
度
堅
く
守

り
、
願
ひ
事
す
る
に
も
役
人
共
え
聊
に
て
も
進
上
物
抔
致
し
間
敷
、
是
を
賄
賂
と
い
ひ
て

上
を
か
ろ
し
め
候
事
に
相
当
り
別
て
よ
ろ
し
か
ら
ず
、
天
子
様
よ
り
も
御
禁
制
の
事
に

候
。
是
等
の
趣
総
督
様
深
き
思
召
を
以
仰
出
さ
れ
候
。
厚
く
相
心
得
候
様
申
渡
し
候
也
。

慶
応
四
辰
年
五
月

裁
判
所

（
前
掲
「
旧
記
抄
録

全
」）

こ
の
布
告
の
趣
旨
は
、
こ
の
度
の
大
政
奉
還
に
よ
っ
て
北
海
道
も
明
治
天
皇
の
支
配

地
に
な
っ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
箱
館
の
住
民
も
法
令
を
よ
く
守
り
、
役
所
に
「
願
ひ

事
」
を
す
る
場
合
で
も
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
役
人
に
対
し
少
し
で
も
「
進
上
物
」＝

贈
り
物
な
ど
を
し
て
は
い
け
な
い
。
こ
れ
は
「
賄
賂
」
と
い
っ
て
「
上
」、
す
な
わ
ち

役
所
や
役
人
を
軽
く
見
て
い
る
こ
と
に
な
り
、「
天
子
様
」
も
禁
止
し
て
い
る
こ
と
だ

と
い
っ
た
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
の
布
告
で
否
定
す
べ
き
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
は
「
進

上
物
」
を
要
求
し
た
で
あ
ろ
う
旧
体
制
の
箱
館
奉
行
所
で
あ
り
、
い
ま
や
時
代
は
江
戸

（
近
世
）
か
ら
明
治
（
近
代
）
に
転
換
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
し

か
し
、
箱
館
裁
判
所
や
そ
の
後
継
機
関
で
あ
る
箱
館
府
の
行
政
の
実
態
が
、
実
際
に
そ

の
よ
う
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。

「
政
体
書
」
と
箱
館
府
へ
の
改
称

明
治
元
年
閏
四
月
二
十
一
日
、
維
新
政
府
は
「
政
体
書
」
を
制
定
し
、
太
政
官
を
立

法
・
行
政
・
司
法
の
三
権
に
分
け
た
。
具
体
的
に
は
、
立
法
を
掌
る
議
政
官
、
行
政
を

掌
る
行
政
官
・
神
祇
官
・
会
計
官
・
軍
務
官
・
外
国
官
の
五
官
及
び
司
法
を
掌
る
刑
法

官
の
七
官
と
し
た
。
議
政
官
は
上
・
下
の
二
局
に
分
か
れ
、
上
局
は
議
定
・
参
与
を
議

員
と
し
、
下
局
は
諸
藩
の
貢
士
を
議
員
と
し
た
。
行
政
官
は
輔
相
を
二
人
置
い
て
議
定

が
兼
務
し
、
天
皇
を
補
佐
し
た
。
神
祇
・
会
計
・
軍
務
・
外
国
の
四
官
は
行
政
事
務
を

分
掌
し
、
各
官
に
は
知
事
・
副
知
事
・
判
事
な
ど
が
置
か
れ
た
。
刑
法
官
も
同
様
で
あ

４７０
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り
、観
察
・
裁
判
・
警
察
を
職
掌
し
た
。地
方
組
織
は
府
・
藩
・
県
の
三
治
体
制
と
し
、

維
新
政
府
の
直
轄
地
で
あ
る
府
・
県
に
は
知
府
事
・
知
県
事
を
置
き
、
藩
は
従
来
の
ま

ま
で
地
方
官
に
位
置
付
け
ら
れ
た
（
維
新
史
料
編
纂
会
編
修
『
維
新
史
』
第
五
巻
、
松
尾
正

人
『
維
新
政
権
』）。

こ
れ
に
よ
っ
て
同
二
十
四
日
、
箱
館
裁
判
所
は
箱
館
府
に
、
裁
判
所
総
督
は
府
知
事

と
改
称
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
法
令
上
の
決
定
で
あ
り
、
地
元
箱
館

で
実
際
に
箱
館
府
と
改
称
さ
れ
た
の
は
七
月
一
日
で
あ
る
（『
函
館
市
史
』
通
説
編
第
二

巻
）。
な
お
、
先
の
よ
う
な
事
務
機
構
は
箱
館
府
と
改
称
後
も
大
き
な
変
化
は
な
く
、

翌
二
年
三
月
ま
で
存
続
し
た
。
し
か
し
、
同
年
十
月
に
榎
本
武
揚
の
率
い
る
幕
府
脱
走

軍
が
蝦
夷
地
に
侵
攻
、
翌
年
五
月
ま
で
占
領
し
た
。
こ
の
た
め
箱
館
府
の
清
水
谷
府
知

事
以
下
の
首
脳
は
青
森
に
逃
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
行
政
機
構
は
形
式
的
な
も
の
に
過

ぎ
な
か
っ
た
。

箱
館
府
の
地
域
行
政

こ
こ
で
箱
館
裁
判
所
・
箱
館
府
の
地
域
行
政
の
実
態
に
つ
い
て
触
れ
て
み
よ
う
。
そ

の
管
轄
地
域
は
箱
館
奉
行
所
と
同
様
で
あ
り
、
東
北
地
方
の
六
藩
と
松
前
藩
領
を
除
い

た
蝦
夷
地
全
域
と
北
蝦
夷
地
で
あ
っ
た
。
明
治
元
年
四
月
十
五
日
及
び
十
七
日
、
箱
館

裁
判
所
設
置
に
よ
り
維
新
政
府
は
新
た
に
箱
館
附
近
を
直
轄
地
と
し
、
秋
田
・
南
部
・

津
軽
・
仙
台
・
松
前
の
五
藩
に
警
備
を
命
じ
た（『
法
令
全
書
』）。
ま
た
箱
館
裁
判
所
は
、

旧
箱
館
奉
行
所
の
調
役
が
在
勤
し
て
い
た
蝦
夷
地
の
要
地
に
吏
員
を
派
遣
し
た
。
し
か

し
、
同
年
五
月
の
奥
羽
越
列
藩
同
盟
の
成
立
に
と
も
な
っ
て
東
北
諸
藩
は
相
次
い
で
蝦

夷
地
を
引
き
揚
げ
、
最
後
は
松
前
藩
が
残
る
の
み
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
箱
館
府
は
警
備
が
空
白
と
な
っ
た
地
域
に
役
人
を
詰
合
と
し
て
派
遣
し
た
。

た
と
え
ば
東
蝦
夷
地
の
場
合
で
み
る
と
、
こ
の
地
域
は
極
め
て
広
大
な
こ
と
か
ら
モ
ロ

ラ
ン
（
室
蘭
）・
シ
ヤ
マ
ニ
（
様
似
）・
ア
ツ
ケ
シ
（
厚
岸
）
の
三
ヵ
所
に
支
配
所
を
置

き
、
重
役
を
配
置
し
て
そ
れ
ぞ
れ
数
ヵ
場
所
を
管
轄
さ
せ
た
。
各
場
所
の
重
役
名
と
そ

の
持
ち
場
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
高
嶋
弘
志
「
箱
館
戦
争
下
の
日
高
地
方
に
つ
い

て
」）。・

モ
ロ
ラ
ン
持
（
重
役
名
は
不
詳
）

ア
ブ
タ
・
ウ
ス
・
モ
ロ
ラ
ン
・（
エ
ト
モ
）・
ホ
ロ

ベ
ツ
・
シ
ラ
ヲ
イ
・
ユ
ウ
フ
ツ
・
サ
ル
・
ニ
イ
カ
ッ
プ

・
シ
ヤ
マ
ニ
持
（
従
事

北
川
儀
八
郎
）

シ
ツ
ナ
イ
・
ミ
ツ
イ
シ
・
ウ
ラ
カ
ワ
・
シ
ヤ

マ
ニ
・
ホ
ロ
イ
ツ
ミ

・
ア
ツ
ケ
シ
持
（
権
判
事

巌
玄
溟
）

ト
カ
チ
・
ク
ス
リ
・
ア
ツ
ケ
シ
・
ネ
モ
ロ
・（
シ

ベ
ツ
）・
ク
ナ
シ
リ
・
エ
ト
ロ
フ
・
シ
コ
タ
ン

そ
の
後
、
同
年
十
月
に
榎
本
武
揚
の
旧
幕
府
脱
走
軍
が
蝦
夷
地
に
侵
攻
・
占
領
し
た

こ
と
か
ら
、
各
場
所
に
駐
在
す
る
重
役
以
下
の
箱
館
府
関
係
者
は
、
榎
本
軍
へ
の
対
応

を
巡
っ
て
苦
慮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
年
十
月
二
十
五
日
、
清
水
谷
府
知
事
の
青
森

撤
退
に
あ
わ
せ
て
行
動
を
共
に
し
た
箱
館
府
職
員
が
最
も
多
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る

が
、
箱
館
か
ら
離
れ
た
奥
地
場
所
の
在
勤
者
に
は
情
報
が
十
分
に
行
き
届
か
ず
、
そ
の

よ
う
な
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
。
後
に
な
っ
て
榎
本
軍
支
配
下
の
蝦
夷
地
を
脱
出
し
て
青

森
に
向
か
う
者
も
い
た
が
、
逆
に
清
水
谷
一
行
に
同
行
せ
ず
、
蝦
夷
地
内
に
潜
伏
す
る

道
を
選
ん
だ
者
も
い
た
。
そ
の
中
に
は
、
結
果
的
に
榎
本
軍
に
出
仕
し
、
あ
る
い
は
政

府
軍
の
進
攻
に
備
え
て
諜
報
活
動
を
行
う
者
も
い
た
の
で
あ
る
。
前
に
触
れ
た
秦
斗
鬼

三
の
場
合
も
残
留
せ
ず
、
清
水
谷
府
知
事
に
同
行
し
た
。
箱
館
戦
争
の
終
了
後
、
秦
は

函
衛
隊
の
隊
長
と
し
て
蝦
夷
地
で
諜
報
活
動
を
行
っ
た
部
下
の
兄
の
登
用
を
函
館
府
庶

務
掛
に
願
い
出
て
い
る
（
箱
館
府
庶
務
掛
『
諸
願
伺
留

下
』
北
海
道
大
学
附
属
図
書
館
北

方
資
料
室
所
蔵
）。

箱
館
府
の
機
構
改
革

明
治
二
年
に
入
っ
て
、
維
新
政
府
の
蝦
夷
地
奪
回
の
体
制
が
本
格
化
す
る
な
か
で
、

三
月
三
十
日
、
清
水
谷
府
知
事
は
避
難
先
の
青
森
で
布
告
を
出
し
、
箱
館
府
の
機
構
改

革
を
行
お
う
と
し
た
。
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箱
館
地
今
般
ノ
形
勢
ニ
至
リ
、
随
テ
当
府
モ
有
名
無
実
ノ
場
ニ
相
成
候
処
、
従
前
規
則
法

制
等
不
レ

得
レ

已
ノ
場
合
ヨ
リ
御
一
新
ノ
目
的
モ
相
立
兼
候
義
モ
不
レ

少
哉
ノ
趣
、
就
テ
ハ

此
度
改
革
致
シ
候
。
尤
猥
ニ
新
法
ヲ
好
ミ
候
ニ
ハ
無
レ

之
、
全
御
誓
文
ノ
旨
ニ
基
キ
、
只

管
旧
弊
ヲ
除
キ
候
様
致
シ
度
候
間
、
諸
役
々
此
旨
ヲ
体
シ
、
確
定
ス
ル
所
有
レ

之
、
各
職

務
ニ
勉
励
候
義
肝
要
ノ
事
。

巳
三
月

知

事

（「
清
水
谷
文
書

箱
館
府
改
革
扣
」、『
函
館
市
史
』
史
料
編
第
二
巻
）

こ
の
改
革
の
意
図
は
、
箱
館
戦
争
に
よ
っ
て
そ
の
機
能
が
分
断
さ
れ
、
い
わ
ば
「
有

名
無
実
ノ
場
」
と
化
し
て
い
る
箱
館
府
の
機
構
を
「
五
箇
条
の
御
誓
文
の
内
容
を
実
現

す
る
に
足
る
組
織
」
と
し
て
再
編
成
し
よ
う
と
し
た
点
に
あ
っ
た
（
門
松
秀
樹
、
前
掲

書
）。さ

ら
に
清
水
谷
府
知
事
は
、
こ
の
機
構
改
革
に
当
た
っ
て
具
体
的
に
次
の
よ
う
な
方

針
を
示
し
て
い
る
。

定

一

機
務
ヲ
決
断
シ
制
度
規
律
ヲ
建
ル
ハ
御
誓
文
ヲ
目
的
ト
ス
。

一

分
課
ヲ
立
ル
ハ
事
務
ヲ
議
行
ス
ル
ニ
混
乱
勿
ラ
シ
メ
、
其
事
務
ヲ
専
任
セ
シ
ム
ル
為

也
。

一

専
任
ハ
勿
論
其
他
ノ
事
務
ニ
付
異
存
着
眼
筋
ハ
必
公
論
ヲ
乞
ベ
シ
。

右

条
約
ヲ
治
定
ス
、
其
枝
葉
ノ
如
キ
ハ
、
互
ニ
信
実
ヲ
盡
シ
、
必
竟
聖
意
ニ
基
キ
、
御
政
務

草
莽
ニ
至
ル
迄
貫
通
セ
ン
事
ヲ
希
フ
。

（「
清
水
谷
文
書

箱
館
府
改
革
扣
」）

こ
の
結
果
、
ど
の
よ
う
な
箱
館
府
の
組
織
が
実
現
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
示
す

と
表
１－

２
の
よ
う
に
な
る
が
、
維
新
政
権
の
機
構
に
倣
っ
て
箱
館
府
の
内
部
機
構
も

上
局
と
下
局
に
分
か
れ
て
い
た
。
上
局
は
知
府
事
・
知
判
事
と
い
っ
た
箱
館
府
の
首
脳

表１－２ 箱館府の機構改革と職員配置

註� 『函館市史』通説編第２巻（平成２年）２０１頁より。
� 原表の一部を改変。
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と
御
用
掛
・
書
記
か
ら
構
成
さ
れ
、
評
議
決
定
権
を
も
つ
議
事
局
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

上
局
の
直
轄
機
関
に
は
文
武
学
校
・
病
院
・
生
産
が
あ
っ
た
。
下
局
は
実
際
の
施
政
を

行
う
施
事
局
で
あ
り
、
そ
の
中
は
庶
務
・
外
国
・
刑
法
・
会
計
の
四
局
に
分
課
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
に
三
か
ら
四
の
掛
、
併
せ
て
一
二
掛
が
置
か
れ
た
。
た
と
え
ば
庶
務
局
の
場

合
、
市
中
掛
・
在
方
掛
・
場
所
掛
の
三
掛
が
、
ま
た
外
国
局
に
は
外
国
掛
・
沖
之
口
掛

の
二
掛
が
置
か
れ
た
。
下
局
の
職
員
は
、
一
等
か
ら
四
等
ま
で
の
弁
官
、
一
等
か
ら
三

等
ま
で
の
訳
官
と
給
仕
、
玄
関
番
・
門
番
・
使
丁
が
置
か
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
上
局
は
、
箱
館
府
政
に
関
す
る
政
策
決
定
権
と
い
う
政
治
的
な
機
能
を

果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
下
局
は
、
各
種
の
行
政
実
務
を
担
当
す
る
目
的
で
設
置

さ
れ
、
い
わ
ば
政
治
と
行
政
機
能
の
分
割
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
箱
館
戦

争
の
終
了
後
、
箱
館
府
が
そ
の
戦
後
処
理
に
追
わ
れ
て
い
る
間
に
、
蝦
夷
地
開
拓
問
題

の
刷
新
を
意
図
し
た
維
新
政
府
は
開
拓
使
を
新
設
し
、
箱
館
府
を
廃
止
し
て
し
ま
っ

た
。
清
水
谷
知
府
事
は
こ
の
こ
と
に
抗
議
し
て
上
京
し
た
が
、
そ
の
決
定
を
覆
す
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
（『
函
館
市
史
』
通
説
編
第
二
巻
）。

第
三
項

勇
払
役
所
の
設
置

箱
館
府
と
地
域
行
政
の
推
進

箱
館
戦
争
が
終
了
し
た
直
後
の
明
治
二
年
五
月
十
九
日
、
清
水
谷
知
府
事
は
前
年
の

十
月
以
来
七
ヵ
月
ぶ
り
に
青
森
か
ら
箱
館
・
五
稜
郭
に
戻
り
、
箱
館
府
の
開
庁
を
布
告

し
た
。
六
月
に
な
っ
て
政
府
軍
の
青
森
口
総
督
と
し
て
の
軍
務
を
免
ぜ
ら
れ
た
清
水
谷

総
督
は
箱
館
府
知
事
が
本
務
と
な
り
、
蝦
夷
地
の
要
地
に
吏
員
を
派
遣
し
て
そ
の
地
域

行
政
を
進
め
た
。
箱
館
府
の
担
当
部
局
は
庶
務
局
の
場
所
掛
と
思
わ
れ
る
が
、
六
月
か

ら
八
月
に
か
け
て
、
イ
シ
カ
リ
に
小
山
房
一
郎
、
根
室
に
関
定
吉
（
六
月
任
命
）、
北

蝦
夷
地
に
久
保
村
純
介
・
井
上
干
城
（
六
月
任
命
）、
エ
ト
ロ
フ
に
上
道
三
生
等
が
派

遣
さ
れ
た
（
竹
内
運
平
『
北
海
道
史
要
』）。

勇
払
役
所
の
設
置

東
蝦
夷
地
の
要
衝
で
あ
る
ユ
ウ
フ
ツ
に
も
、
同
年
六
月
勇
払
役
所
が
置
か
れ
、
箱
館

戦
争
で
活
躍
し
た
黒
沢
傳
之
丞
（
正
吉
）
が
そ
の
責
任
者
と
し
て
六
月
十
四
日
に
ユ
ウ

フ
ツ
詰
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
黒
沢
は
武
蔵
国
生
ま
れ
の
静
岡
県
士
族
で
、
自
ら
「
徳
川
亀

之
助
家
来
」
と
称
す
る
元
幕
臣
で
あ
り
（
庶
務
掛
『
己
巳

官
員
進
退
調
綴

下
』
北
海

道
立
文
書
館
所
蔵
）、
明
治
元
年
九
月
に
箱
館
府
給
事
席
文
武
掛
と
な
っ
て
い
る
。
同
年

十
月
、
榎
本
武
揚
の
幕
府
脱
走
軍
が
鷲
ノ
木
村
に
上
陸
し
た
際
に
は
、
箱
館
府
従
事
席

の
黒
沢
が
在
住
隊
隊
長
を
命
ぜ
ら
れ
、同
地
に
出
張
し
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
黒
沢
は
、

箱
館
戦
争
時
に
は
箱
館
府
兵
士
官
と
し
て
大
砲
隊
の
隊
長
な
ど
も
務
め
て
い
た
。
ユ
ウ

フ
ツ
詰
の
際
に
は
三
等
弁
務
だ
っ
た
が
、
同
年
十
月
二
十
六
日
に
開
拓
権
少
主
典
、
十

一
月
に
開
拓
権
大
主
典
と
な
り
、「
改
而
当
分
勇
払
郡
詰
」
を
申
し
付
け
ら
れ
、
翌
三

年
四
月
に
は
「
当
分
小
樽
郡
詰
」
と
な
っ
て
い
る
（『
明
治
三
庚
午

官
員
明
細
短
冊
』
北

海
道
立
文
書
館
所
蔵
）。

こ
の
ほ
か
二
年
六
月
中
に
三
好
兵
馬
、
西
村
定
蔵
、
佐
嶋
倫
蔵
が
ユ
ウ
フ
ツ
詰
を
命

ぜ
ら
れ
、
井
手
誠
造
な
ど
七
名
が
黒
沢
の
「
随
従
」
と
な
っ
て
赴
任
し
た
（『
苫
小
牧
市

史
』
上
巻
）。
前
掲
『
諸
願
伺
留
』
に
よ
れ
ば
、
ユ
ウ
フ
ツ
詰
と
し
て
、
黒
沢
以
外
に

大
島
倫
蔵
、
西
村
定
三
、
井
手
誠
三
、
飯
高
長
之
助
、
飯
原
善
兵
衛
、
村
田
勝
平
の
名

前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
井
手
は
同
年
六
月
十
九
日
、
飯
原
は
六
月
十
五
日
、
三
好
は
六

月
二
十
五
日
に
そ
れ
ぞ
れ
勇
払
詰
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
（
前
掲
『
己
巳

官
員
進
退
調
綴

下
』
北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
）。
黒
沢
、
大
島
、
西
村
、
井
手
ら
は
箱
館
府
兵
と
違
い
、

戦
功
の
褒
賞
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
秦
は
隊
長
と
し
て
褒
賞
を
願
い
出
て
い

る
。
飯
高
の
場
合
も
、
秦
の
箱
館
府
庶
務
局
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
願
い
出
に
よ
る
も

の
だ
っ
た
。以

書
付
奉
願
候

元
嚮
導
役

飯
高
長
之
助

第１章 明治初期の千歳
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右
之
者
函
衛
隊
小
隊
与
相
成
候
ニ
付
余
分

之
役
士
有
之
候
ニ
付
当
人
心
願
ニ
も
有
之

候
間
東
西
場
所
之
内
何
れ
江
成
共
御
用
被

付
候
様
奉
願
候
処
今
般
外
国
局
江
附
属

被
仰
付
難
有
奉
存
候
得
共
可
相
成
義
ニ
付
御
座
候

半
々
場
所
詰
被
仰
付
候
様
仕
度
私
ニ
お
ゐ
て

此
段
奉
願
上
候

已
上

隊
長

秦
斗
鬼
三

八
月庶

務
局

御
中

こ
の
飯
高
の
件
に
つ
い
て
、
庶
務
局
は
議
事
局
宛
て
に
次
の
文
書
を
送
付
し
た
。

議
事
局
御
中

書
面
飯
高
長
之
助
義
人
物
も
宜
敷
候
間

秦
斗
鬼
三
申
立
之
通
御
用
済
相
成
可
然

場
所
之
義
は
東
地
詰
相
追
々
被
申
付
候
得
共

場
広
之
義
ニ
付
未
タ
詰
合
不
足
い
た
し
居

候
ニ
付
ユ
ウ
フ
ツ
出
張
御
申
付
黒
沢
傳
之
丞
差

配
ヲ
請
可
然
哉

巳

九
月
七
日

庶
務
局

（
北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
『
明
治
二
年

御
人
撰
評
議

庶
務
局
』）

こ
の
史
料
は
、
飯
高
長
之
助
と
い
う
人
物
を
場
所
詰
に
採
用
し
て
貰
え
な
い
か
と
秦

が
願
い
出
た
の
で
、
庶
務
局
が
ユ
ウ
フ
ツ
の
黒
沢
傳
之
丞
の
差
配
の
も
と
に
置
け
ば
良

い
の
で
は
な
い
か
と
議
事
局
に
申
し
立
て
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
飯
高
も
幕
臣

で
あ
り
、
箱
館
奉
行
所
の
町
兵
隊
指
図
役
を
務
め
て
い
た
。
箱
館
奉
行
杉
浦
誠
の
日
記

に
は
、
慶
応
二
年
九
月
二
十
日
の
条
に
「
一
今
日
小
隊
入
之
も
の
共
江
組
頭
よ
り
申
渡

表
座
敷
ニ
於
而
左
之
通
申
渡
」
と
あ
っ
て
、「
鼓
手
行
届
ニ
付
壱
人
扶
持

壱
ケ
月
弐

百
疋
被
下

飯
高
長
之
助
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（『
杉
浦
梅
潭

箱
館
奉
行
日
記
』）。

参
考
文
献

内
閣
官
報
局
『
法
令
全
書
』（
一
九
八
七
年
、
原
書
房
よ
り
復
刻
）
／
『
杉
浦
梅
潭

箱
館
奉
行

日
記
』
一
九
九
一
年
／
箱
館
府
庶
務
掛
『
諸
願
伺
留

上
』
北
海
道
大
学
附
属
図
書
館
北
方
資

料
室
所
蔵
／
同
『
諸
願
伺
留

下
』
北
海
道
大
学
附
属
図
書
館
北
方
資
料
室
所
蔵
／
『
明
治
二

年

御
人
撰
評
議

庶
務
局
』
北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
／
『
己
巳
十
月
十
三
日
ヨ
リ

官
員
進

退
調
綴
込

上
』
北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
／
庶
務
掛

『
己
巳

官
員
進
退
調
綴

下
』
北
海
道

立
文
書
館
所
蔵
／
『
明
治
三
庚
年

官
員
明
細
短
冊

九
月
庶
務
掛
』
北
海
道
立
文
書
館
所
蔵

／
『
明
治
四
辛
未
年

官
員
明
細
短
冊

十
二
月
開
拓
使
』
北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
／
『
札
幌

県
官
吏
履
歴
書

全
四
冊
巻
之
一
』
北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
／
『
新
北
海
道
史
』
第
三
巻
、
通

説
一

一
九
七
一
年
／
『
函
館
市
史
』
史
料
編
、
第
二
巻

一
九
七
五
年
／
『
函
館
市
史
』
通

説
編
、
第
二
巻

一
九
九
〇
年
／
『
苫
小
牧
市
史
』
上
巻

一
九
七
五
年
／
太
政
官
編
『
復
古

記
』
第
二
冊
・
第
三
冊

内
外
書
籍
株
式
会
社

一
九
二
九
年
／
維
新
史
料
編
纂
会
編
修
『
維

新
史
』
第
五
巻

一
九
四
一
年
（
一
九
八
三
年
、
吉
川
弘
文
館
よ
り
復
刻
）
／
竹
内
運
平
『
北

海
道
史
要
』
一
九
三
三
年
（
一
九
七
七
年
、
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
よ
り
復
刻
）
／
松
尾

正
人
『
維
新
政
権
』
一
九
九
五
年
／
門
松
秀
樹
『
開
拓
使
と
幕
臣－

幕
末
・
維
新
期
の
行
政
的

連
続
性－

』
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会

二
〇
〇
九
年
／
林
善
茂
「
明
治
初
年
に
お
け
る
北
海
道

開
発
意
見
」
高
倉
新
一
郎
博
士
定
年
退
官
記
念
事
業
会
編
『
地
域
開
発
と
農
業
』
一
九
六
六
年

／
高
嶋
弘
志
「
箱
館
戦
争
下
の
日
高
地
方
に
つ
い
て
」『
釧
路
公
立
大
学
紀
要
』
人
文
・
自
然
科

学
研
究

第
十
一
号

一
九
九
九
年
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第
二
節

北
海
道
・
国
郡
の
設
定
と
開
拓

第
一
項

分
領
支
配
と
高
知
藩

分
領
支
配
の
前
史

明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
七
月
に
設
置
さ
れ
た
開
拓
使
は
、
蝦
夷
地
（
北
海
道
）
本

島
を
中
心
に
樺
太
及
び
千
島
列
島
の
一
部
を
そ
の
管
轄
範
囲
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、

あ
ま
り
に
も
広
大
な
こ
の
地
理
的
空
間
を
、
設
立
さ
れ
た
ば
か
り
の
開
拓
使
が
直
接
支

配
す
る
こ
と
は
客
観
的
に
み
て
も
不
可
能
だ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
同
年
六
月
に
版
籍
奉

還
が
行
わ
れ
た
と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
存
続
し
て
い
る
藩
体
制
を
利
用
し
た
開
拓
政

策
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
分
領
支
配
政
策
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
蝦
夷
地
の
分
領
支
配
は
、
既
に
幕
末
の
第
二
次
幕
領
期
に
も
試
み
ら
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
六
月
の
ペ
リ
ー
来
航
を
き
っ
か
け
と

し
て
江
戸
幕
府
は
蝦
夷
地
の
第
二
次
幕
領
政
策
を
開
始
し
た
。
安
政
元
（
一
八
五
四
）

年
六
月
、
幕
府
は
松
前
藩
か
ら
箱
館
及
び
同
所
か
ら
五
、
六
里
四
方
を
上
知
し
、
箱
館

奉
行
を
置
い
て
そ
の
経
営
を
開
始
し
た
。
翌
安
政
二
年
一
月
に
は
、
松
前
藩
か
ら
木
古

内
村
以
北
、乙
部
村
以
北
の
和
人
地
と
蝦
夷
地
を
上
知
、箱
館
奉
行
の
管
轄
地
と
し
た
。

こ
の
よ
う
に
蝦
夷
地
全
体
を
直
轄
地
と
し
た
幕
府
は
、
松
前
藩
の
他
に
津
軽
藩
・
南
部

藩
・
仙
台
藩
・
秋
田
藩
に
蝦
夷
地
警
備
を
命
じ
た
。
さ
ら
に
六
年
九
月
、
会
津
藩
・
仙

台
藩
・
久
保
田
藩
（
秋
田
藩
）・
庄
内
藩
・
南
部
藩
・
津
軽
藩
の
六
藩
に
蝦
夷
地
を
分

与
し
、
警
備
と
開
拓
に
当
た
ら
せ
た
（
図
１－

１
）。
だ
が
、
こ
れ
ら
東
北
地
方
の
諸

藩
に
よ
る
蝦
夷
地
経
営
は
、
藩
財
政
の
窮
乏
も
あ
っ
て
全
体
的
に
成
功
し
た
と
は
言
い

難
い
。

分
領
支
配
の
開
始

以
上
の
よ
う
な
蝦
夷
地
に
関
わ
る
開
拓
前
史
の
存
在
が
、
明
治
維
新
後
の
北
海
道
の

経
営
方
針
を

巡
っ
て
再
び
分

領
支
配
政
策
が

採
用
さ
れ
る
一

因
と
な
っ
た
。

と
は
い
え
、
明

治
元
年
段
階
の

維
新
政
権
内
部

で
は
蝦
夷
地
の

開
拓
方
法
を

巡
っ
て
、
藩
体

制
の
よ
う
な
既

成
権
力
を
利
用

し
て
の
開
拓
を

行
う
か
、
あ
る

い
は
政
府
が
国

家
的
な
事
業
と

し
て
直
接
開
拓

を
行
う
か
と
い
う
二
つ
の
意
見
の
対
立
が
見
ら
れ
た
。
翌
二
年
に
開
拓
使
が
設
置
さ
れ

た
も
の
の
、
そ
の
財
政
基
盤
は
貧
弱
で
あ
っ
た
。
維
新
政
権
に
と
っ
て
、
ロ
シ
ア
の
南

下
に
備
え
た
蝦
夷
地
の
開
拓
は
確
か
に
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
が
、
維
新
政
権
自
身

も
、
統
一
権
力
と
し
て
の
中
央
集
権
体
制
の
早
急
な
確
立
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
諸
般
の
事
情
か
ら
、
蝦
夷
地
の
分
領
支
配
と
い
う
方
法
が
選
択
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
開
拓
使
設
置
後
の
二
年
七
月
二
十
二
日
、
次
の
よ
う
な
太
政
官
布
告
が

出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
分
領
支
配
政
策
の
発
端
で
あ
る
。

図１－１ 蝦夷地各藩分治図（安政６年）
（『新北海道史』第２巻より）

第１章 明治初期の千歳
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蝦
夷
地
開
拓
之
儀
、
先
般
御
下
問
モ
有
レ

之
候
通
ニ
付
、
今
後
諸
藩
士
族
并
庶
民
ニ
至
迄

志
願
次
第
申
出
候
ハ
ゝ
、
相
応
ノ
地
処
割
渡
開
拓
可
被
仰
付
候
事
。

七
月

太
政
官

（『
開
拓
使
日
誌
』
明
治
二
年
第
二
号
）

あ
き
た
け

こ
の
布
告
に
基
づ
い
て
、明
治
二
年
八
月
七
日
、水
戸
藩
知
事
徳
川
昭
武
が
出
願
し
、

八
月
十
二
日
に
許
可
さ
れ
、
天
塩
国
の
う
ち
苫
前
・
天
塩
・
上
川
・
中
川
の
四
郡
と
北

見
国
の
う
ち
利
尻
郡
、
合
わ
せ
て
五
郡
の
「
支
配
」
を
命
ぜ
ら
れ
、
分
領
支
配
が
開
始

さ
れ
た
。

分
領
支
配
の
出
願
状
況

だ
が
、
七
月
二
十
二
日
の
太
政
官
布
告
か
ら
八
月
末
ま
で
の
間
に
支
配
地
を
出
願
し

た
の
は
わ
ず
か
六
藩
・
一
士
族
に
過
ぎ
ず
、
八
月
二
十
八
日
、
太
政
官
は
出
願
を
要
請

す
る
「
沙
汰
書
」
を
出
し
て
い
る
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
本
州
の
大
藩
の
み
な
ら
ず

戊
辰
戦
争
で
支
配
地
を
喪
失
し
た
東
北
地
方
の
諸
藩
な
ど
が
相
次
い
で
出
願
し
、
明
治

四
年
八
月
二
十
日
の
分
領
支
配
廃
止
ま
で
に
、
開
拓
使
を
除
く
一
省
（
兵
部
省
）・
一

も
ち
は
る

府
（
東
京
府
）・
二
四
藩
（
水
戸
藩
他
）・
二
華
族
（
田
安
慶
頼
・
一
橋
茂
栄
）・
八
士

族
（
伊
達
邦
成
・
伊
達
邦
直
・
伊
達
広
高
・
石
川
国
光
・
片
倉
邦
憲
・
亘
理
胤
元
・
五

島
銑
之
丞
・
植
田
邦
植
）・
二
寺
院
（
増
上
寺
・
仏
光
寺
）
が
関
係
し
た
（
表
１－

３
）。

諸
藩
の
中
で
分
領
支
配
を
出
願
し
た
の
は
、
水
戸
・
一
ノ
関
・
佐
賀
・
徳
島
・
高

知
・
庄
内
・
秋
田
・
弘
前
・
斗
南
・
米
沢
・
鳥
取
・
彦
根
・
岡
山
・
福
山
・
仙
台
の
一

五
藩
だ
っ
た
が
、最
後
ま
で
支
配
を
継
続
し
た
の
は
、水
戸
・
一
ノ
関
・
佐
賀
・
高
知
・

秋
田
・
弘
前
・
斗
南
・
米
沢
・
彦
根
・
仙
台
の
一
〇
藩
で
あ
っ
た
。
逆
に
分
領
支
配
を

命
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
金
沢
・
鹿
児
島
・
静
岡
・
名
古
屋
・
和
歌
山
・
熊
本
・
広
島
・
福

岡
・
山
口
の
九
藩
で
あ
っ
た
が
、
最
後
ま
で
支
配
を
続
け
た
の
は
静
岡
・
福
岡
・
山
口

の
三
藩
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
華
族
・
士
族
・
寺
院
は
す
べ
て
が
出
願
し
た
が
、

ほ
う
き

途
中
で
石
川
邦
光
と
五
島
銑
之
丞
は
支
配
地
を
抛
棄
し
て
い
る
（『
新
北
海
道
史
』
第
三

表１－３ 明治初年における諸藩・士族・寺院等の北海道分領支配

管轄者名 支配地域国郡名 支配期間 管轄者名 支配地域国郡名 支配期間

開 拓 使

石狩国札幌・上川・厚田郡、後志国忍
路・余市・古平・美国・積丹・古宇・岩
内・寿都郡、渡島国上磯・茅部・亀田
郡、日高国三石・幌泉郡

明治２年８月～

＊米 沢 藩 後志国磯谷郡 明治２年９月～４年８月

＊弘 前 藩 後志国島牧郡 ２年９月～４年８月

＊庄 内 藩 胆振国虻田郡 ２年９月～３年９月

兵 部 省
石狩国石狩郡、後志国小樽・高島郡、後
志国瀬棚郡・太櫓郡、胆振国山越郡、釧
路国白糠・阿寒・足寄郡

２年８月～３年１月
２年９月～３年１月 ＊増 上 寺

日高国静内郡
根室国花咲郡志古丹
石狩国浜益郡

２年９月～３年１０月
２年１２月～３年１０月
３年１０月～４年８月

鹿 児 島 藩 日高国浦河・様似郡、十勝国広尾郡 ２年８月～２年１０月
＊五島銑之丞 後志国磯谷郡 ２年９月～４年３月

山 口 藩 石狩国樺戸・雨竜郡 ２年８月～４年８月
＊石 川 源 太 胆振国室蘭郡 ２年９月～３年５月

＊高 知 藩 石狩国夕張郡、胆振国勇払・千歳郡、千
島国蘂取郡

２年８月～４年８月
２年１２月～３年２月 ＊片倉小十郎 胆振国幌別郡

胆振国室蘭郡
２年９月～４年８月
３年５月～４年８月

＊佐 賀 藩 釧路国釧路・厚岸・川上郡、千島国振別
郡

２年８月～４年８月
２年１２月～３年５月

＊仙 台 藩

千島国紗那郡
日高国沙流郡
千島国蘂取・振別郡
根室国標津・目梨郡

２年１０月～４年８月
２年１１月～４年８月
３年５月～４年８月
４年５月～４年８月

＊水 戸 藩 天塩国天塩・中川・上川・苫前郡、北見
国利尻郡 ２年８月～４年８月

金 沢 藩 北見国枝幸・宗谷・礼文郡 ２年８月～３年６月

和 歌 山 藩 北見国紋別郡 ２年８月～３年８月 ＊伊 達 英 橘 石狩国空知郡 ２年１０月～４年８月

名 古 屋 藩 北見国斜里・網走郡 ２年８月～３年６月 ＊伊達勝三郎 石狩国空知郡 ２年１０月～４年８月
広 島 藩 北見国常呂郡、釧路国網尻郡 ２年８月～３年１０月 ＊亘理元太郎 石狩国空知郡 ２年１１月～４年８月
熊 本 藩 根室国標津・目梨郡 ２年８月～４年３月 ＊鳥 取 藩 後志国島牧郡 ２年１２月～４年８月
福 岡 藩 後志国久遠・奥尻郡 ２年８月～４年８月

＊仏 光 寺 後志国島牧郡 ２年１２月～４年８月
＊徳 島 藩 日高国新冠郡 ２年８月～４年８月

＊斗 南 藩 後志国歌棄・瀬棚・太櫓郡、胆振国山越郡 ３年１月～４年８月
＊秋 田 藩 千島国国後郡 ２年８月～４年８月

＊田安従一位
＊一橋従二位 十勝国広尾・当縁・河西郡 ３年１月～４年８月静 岡 藩 十勝国十勝・中川・河東・上川郡 ２年８月～４年８月

＊一 ノ 関 藩 胆振国白老郡 ２年８月～４年８月
＊岡 山 藩 後志国島牧郡 ３年２月～４年５月

＊伊達藤五郎
胆振国有珠郡
胆振国室蘭郡
胆振国虻田郡

２年８月～４年８月
３年５月～４年８月
４年３月～４年８月

＊福 山 藩 釧路国白糠・阿寒・足寄郡 ３年５月～４年６月

東 京 府 根室国花咲・根室・野付郡 ３年６月～３年閏１０月

＊稲 田 邦 植 日高国静内郡、根室国花咲郡志古丹
日高国新冠郡

３年１０月～４年８月
４年３月～４年８月＊彦 根 藩 千島国択捉郡

日高郡沙流郡
２年９月～４年８月
２年１１月～４年８月

註� 桑原真人・田中彰『北海道開拓と移民』（１９９６年）６０－６１頁。
� ＊印は、分領支配を出願した藩・華族・士族・寺院である。

４７６

第４編 開拓の開始と近代社会の成立
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巻
）。こ

れ
ら
の
諸
藩
・
華
士
族
な
ど
が
支
配
地
の
具
体
的
な
開
拓
に
ど
の
程
度
関
わ
っ
た

か
と
い
う
問
題
は
別
に
し
て
、
最
後
ま
で
支
配
を
継
続
し
た
の
は
一
三
藩
・
二
華
族
・

六
士
族
・
二
寺
院
の
み
だ
っ
た
。
こ
の
結
果
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
支
配
の
成
績
が

芳
し
く
な
い
の
は
諸
藩
の
中
で
も
比
較
的
「
大
藩
」
の
場
合
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
明

治
維
新
の
変
革
を
推
進
し
た
鹿
児
島
・
山
口
・
高
知
・
佐
賀
の
四
藩
の
う
ち
、
自
ら
出

願
し
た
の
は
高
知
と
佐
賀
の
両
藩
の
み
で
あ
り
、
鹿
児
島
藩
と
山
口
藩
は
政
府
か
ら
分

領
支
配
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、八
月
二
十
八
日
に
日
高
の
浦
河
・

様
似
両
郡
と
十
勝
の
広
尾
郡
の
支
配
を
命
ぜ
ら
れ
た
鹿
児
島
藩
は
、
同
年
十
月
、
財
政

的
に
困
難
と
し
て
早
々
に
支
配
地
の
返
上
を
申
し
出
て
非
難
の
対
象
と
な
っ
た
。
一

方
、
山
口
藩
の
支
配
地
は
石
狩
国
の
樺
戸
・
雨
竜
の
両
郡
で
あ
り
、
両
藩
の
支
配
地
は

北
海
道
の
中
で
も
比
較
的
恵
ま
れ
た
地
域
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

高
知
藩
の
事
情

こ
の
よ
う
な
中
で
、
自
ら
分
領
支
配
を
出
願
し
た
高
知
藩
は
ど
の
よ
う
な
事
情
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
同
藩
は
幕
末
ま
で
蝦
夷
地
の
経
営
に
は
全
く
無
関
係
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
ペ
リ
ー
の
来
航
を
契
機
に
日
本
の
開
国
が
進
み
、
安
政
二（
一
八
五
五
）

年
に
箱
館
が
開
港
す
る
と
、
藩
主
山
内
容
堂
は
北
方
地
域
に
対
す
る
関
心
の
必
要
性
に

し
も
も
と

気
づ
き
、
四
年
二
月
藩
士
手
島
季
隆
と
下
許
武
兵
衛
に
箱
館
視
察
を
命
じ
、
そ
の
記
録

が
手
島
の
『
探
箱
禄
』
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
に

は
、
脱
藩
士
の
北
添
佶
摩
・
能
勢
達
太
郎
・
小
松
小
太
郎
が
蝦
夷
地
を
旅
行
し
、
彼
ら

の
知
識
が
の
ち
に
坂
本
龍
馬
と
結
び
つ
い
て
そ
の
「
蝦
夷
地
開
拓
論
」
に
発
展
し
た
と

い
う
（『
苫
小
牧
市
史
』
上
巻
、
広
谷
喜
十
郎
「
土
佐
と
北
海
道
と
の
き
ず
な
」）。
勝
海
舟
に

よ
れ
ば
坂
本
龍
馬
は
蝦
夷
地
開
拓
に
大
き
な
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
、
龍
馬
が
組

織
し
た
海
援
隊
の
規
約
の
中
に
「
運
輸
・
射
利
・
開
拓
・
投
機
お
よ
び
本
藩
（
土
佐
藩
）

の
応
援
を
主
な
目
的
と
す
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
開
拓
」
は
「
蝦
夷
地
開
拓
」
の
意

味
で
あ
っ
た
と
い
う
（
桑
原
真
人
・
田
中
彰
『
北
海
道
開
拓
と
移
民
』）。

高
知
藩
の
支
配
地

明
治
二
年
七
月
二
十
二
日
の
太
政
官
布
告
に
応
じ
、
高
知
藩
は
翌
八
月
に
願
書
を
提

出
し
た
。

蝦
夷
地
開
拓
之
儀
ニ
付
先
達
而
御
沙
汰
之
趣
モ
御
座
候
ニ
付
、
於
高
智
藩
モ
開
拓
仕
度
奉

存
候
間
、
相
応
之
土
地
御
渡
被
仰
付
候
様
仕
度
、
此
段
奉
願
候

以
上

巳
八
月

高
知
藩

土
方
理
左
衛
門

開
拓
使
御
役
所

（
前
掲
『
苫
小
牧
市
史
』
上
巻
）

こ
れ
を
受
け
て
八
月
二
十
日
、
太
政
官
は
高
知
藩
に
対
し
次
の
沙
汰
書
を
通
達
し
、

同
様
の
指
示
が
開
拓
使
に
対
し
て
も
な
さ
れ
た
。

高
知
藩

石
狩
国
之
内

夕
張
郡

胆
振
国
之
内

勇
払
郡

千
歳
郡

右
三
郡
其
藩
支
配
ニ
被
二

仰
付
一

候
事

八
月

（『
法
令
全
書
』
明
治
二
年
八
月
二
十
日
達
）

こ
の
よ
う
に
し
て
高
知
藩
の
分
領
支
配
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
、
同

藩
は
こ
の
三
郡
の
他
、
同
年
十
二
月
に
千
島
国
蘂
取
郡
が
支
配
地
と
し
て
追
加
さ
れ
、

し
べ
と
ろ

勇
払
外
三
郡
は
明
治
四
年
八
月
ま
で
、
蘂
取
郡
は
三
年
二
月
ま
で
支
配
が
続
け
ら
れ

た
。
総
じ
て
、
諸
藩
へ
の
分
領
支
配
地
の
割
当
に
関
す
る
詳
し
い
経
過
は
不
明
で
あ
る

が
、
高
知
藩
の
場
合
、
開
拓
使
が
太
政
官
弁
官
に
対
し
て
三
年
に
次
の
よ
う
な
回
答
を

第１章 明治初期の千歳
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行
っ
て
い
る
。

高
知
藩
江
勇
払
千
歳
夕
張
之
三
郡
割
渡
候
儀
ハ
、
昨
年
諸
藩
江
之
御
賞
典
ニ
惣
而
准
し
候

様
と
の
御
沙
汰
ニ
付
、
鹿
児
島
山
口
藩
次
ニ
高
知
藩
之
順
席
仕
候
儀
ニ
御
座
候
、
勇
払
郡

ハ
東
地
第
一
之
産
物
有
之
、
出
稼
人
多
分
有
之
、
土
人
々
口
も
千
弐
百
余
人
有
之
候
場
所

ニ
而
、
鰯
鮭
共
莫
大
之
出
高
ニ
御
座
候

（『
開
拓
使
公
文
録
』、
前
掲
『
北
海
道
開
拓
と
移
民
』）

こ
の
回
答
か
ら
み
る
と
、
薩
長
土
肥
の
四
藩
に
対
し
て
は
、
前
年
の
戊
辰
戦
争
で
の

賞
典
に
基
づ
い
て
支
配
地
を
割
り
当
て
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
順
序
に
対
応
す
る

支
配
地
の
優
劣
基
準
の
一
つ
に
は
各
場
所
の
漁
業
生
産
高
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
ら
し
い

（
前
掲
『
北
海
道
開
拓
と
移
民
』）。
と
こ
ろ
で
前
掲
『
山
内
家
史
料
』
第
百
十
五
巻
に
は
、

高
知
藩
の
支
配
地
を
巡
る
次
の
よ
う
な
史
料
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

〔
鍛
冶
橋
邸
日
誌
〕
〇
時
勢
録
ニ
所
収

此
度
北
海
道
ノ
内
石
狩
國
之
内
夕
張
郡
、
膽
振
國
之
内
勇
拂
郡
千
歳
郡
右
三
郡
支
配
地
ニ

被
二

仰
付
一
、
依
而
為
二

見
分
一

役
人
共
指
遣
候
處
、
同
所
海
岸
船
入
津
之
場
所
無
レ

之
不
而
巳
、

遠
淺
ニ
而
洋
中
ニ
碇
泊
致
候
節
、
風
波
等
ニ
致
候
而
ハ
忽
難
澁
之
處
柄
之
趣
彼
地
よ
り
申

越
候
ニ
付
、
船
艦
入
津
之
場
所
無
レ

之
而
ハ
開
拓
之
道
難
二

相
調
一

候
間
、
勇
拂
郡
西
ノ
方

モ
ロ
ラ
ン
ノ
湊
支
配
地
ニ
御
差
添
被
二

仰
付
一

度
、
只
管
奉
二

懇
願
一

候

以
上

巳
十
月

高
知
藩

原

四
郎

辨
官
御
役
所

右
紙
面
蝦
夷
開
拓
使
ヘ
御
問
合
ニ
相
成
處
、
左
之
通
申
越
候
趣
を
以
御
詮
議
ニ
不
レ

被
レ

及

紙
面
下
ル
仍
而
地
所
ヲ
替
再
願
ニ
及

諸
蘭
郡
之
儀
者
先
達
而
伊
達
亀
太
郎
家
来
石
川
源
太
郎
ヘ
相
渡
ニ
も
相
成
候
間
、
其
段
御

沙
汰
ニ
難
レ

被
レ

為
レ

及
候
、
勇
拂
郡
船
掛
所
無
レ

之
難
澁
之
由
尤
之
様
ニ
相
聞
ヘ
候
得
共
、

彼
地
之
儀
者
東
地
第
一
之
出
産
物
ニ
而
沖
懸
り
御
荷
役
仕
候
、
別
而
同
郡
中
タ
ル
マ
イ
濱

者
申
候
處
日
日
出
入
之
船
舶
相
湊
荷
役
仕
来
候
ニ
、
別
段
差
支
も
無
之
漁
業
致
来
候
間
、

其
段
被
二

仰
渡
一

候
様
仕
度
候

以
上

十
月
十
九
日

先
達
而
北
海
道
之
内
三
郡
支
配
地
ニ
被
二

仰
付
一

候
處
、
湊
無
レ

之
ニ
付
不
工
面
之
儀
御
座

候
而
モ
ロ
ラ
ン
湊
御
差
添
奉
レ

願
候
處
、
御
詮
議
ニ
不
レ

被
レ

及
願
書
御
差
下
ケ
ニ
相
成
候
、

然
ニ
兼
而
彼
地
ニ
差
立
有
之
候
役
人
共
よ
り
申
越
候
ニ
付
、
何
分
ニ
も
可
レ

然
船
入
場
所

無
レ

之
而
ハ
風
波
等
之
節
万
端
不
便
利
ニ
御
座
候
所
、
餘
ニ
可
レ

然
場
所
無
二

御
座
一

勇
拂
郡

之
東
サ
ル
ベ
ツ
ト
申
處
船
入
宜
敷
候
ニ
付
、
右
場
所
合
併
被
二

仰
付
一

度
、
無
レ

左
而
者
開

拓
之
基
礎
相
立
兼
痛
心
仕
候
趣
申
越
候
間
、
厚
御
詮
議
之
上
右
土
地
支
配
ニ
御
差
加
被
二

仰
付
一

度
奉
二

懇
願
一

候

以
上

巳
十
一
月

高
知
藩

毛
利
恭
助

（
侯
爵
山
内
家
『
山
内
家
史
料
』
第
百
十
五
巻
、
読
点
は
引
用
者
、
以
下
同
様
）

こ
こ
に
引
用
し
た
史
料
の
中
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
以
下
の
よ
う
な
点
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
同
年
九
月
に
高
知
藩
の
岸
本
円
蔵
ら
が
現
地
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、

同
藩
の
支
配
地
は
内
陸
に
あ
っ
て
開
拓
の
た
め
に
物
資
を
陸
揚
げ
す
る
港
湾
が
欠
け
て

お
り
、「
モ
ロ
ラ
ン
ノ
湊
」を
支
配
地
に
追
加
し
て
欲
し
い
と
い
う
要
望
を
同
年
十
月
、

「
高
知
藩

原
四
郎
」
名
で
太
政
官
弁
官
に
提
出
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
件
を
太
政
官

が
開
拓
使
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
開
拓
使
か
ら
は
「
モ
ロ
ラ
ン
」
一
帯
は
既
に
仙

台
藩
の
石
川
邦
光
の
支
配
地
と
し
て
払
い
下
げ
て
い
る
の
で
困
難
で
あ
る
こ
と
、
高
知

藩
支
配
地
の
勇
払
郡
「
タ
ル
マ
イ
濱
」
は
船
舶
の
出
入
り
が
あ
っ
て
荷
役
も
行
わ
れ
て

お
り
、
港
湾
と
し
て
十
分
で
は
な
い
か
と
い
う
回
答
だ
っ
た
。

こ
の
た
め
高
知
藩
で
は
こ
の
問
題
を
再
検
討
し
、
十
一
月
に
な
っ
て
「
勇
拂
郡
之
東

４７８
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サ
ル
ベ
ツ
ト
申
處
船
入
宜
敷
候
」
故
に
、
こ
の
地
を
支
配
地
に
追
加
し
て
欲
し
い
と
い

う
要
望
を
「
高
知
藩

毛
利
恭
助
」
名
で
提
出
し
た
。「
サ
ル
ベ
ツ
」
と
は
沙
流
川
周

辺
を
指
し
て
い
る
が
、
こ
の
地
域
も
仙
台
藩
の
支
配
地
と
な
り
、
結
局
高
知
藩
の
要
望

は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
同
藩
は
北
海
道
経
営
の
拠
点
を
箱
館
に
求
め
る
こ
と
に
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
同
年
九
月
、
箱
館
の
地
蔵
町
に
五
二
四
坪
七
合
の
地
所
を
借
り
上
げ
、

地
元
の
紅
屋
清
兵
衛
を
名
代
と
し
た
商
社
を
設
立
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
次
項
で
述

べ
る
。

第
二
項

高
知
藩
の
調
査
と
開
拓

岸
本
円
蔵
の
報
告
書

高
知
藩
が
支
配
地
受
取
の
た
め
北
海
道
に
派
遣
し
た
の
は
藩
士
岸
本
円
蔵
と
北
代
正

臣
（
忠
吉
）
の
二
名
で
あ
る
。
岸
本
ら
は
明
治
二
年
九
月
十
五
日
函
館
に
到
着
し
、
九

月
二
十
五
日
に
勇
払
外
三
郡
の
調
査
に
向
け
て
出
発
し
た
。
そ
し
て
、
勇
払
・
千
歳
の

両
郡
は
受
け
取
っ
た
が
、
夕
張
郡
は
降
雪
の
た
め
に
受
け
取
り
が
で
き
な
い
ま
ま
十
一

月
八
日
に
帰
京
し
、
同
藩
東
京
詰
の
土
方
理
左
衛
門
に
報
告
書
と
図
面
を
提
出
し
た
。

以
下
に
報
告
書
の
一
部
を
掲
げ
て
お
く
。

全
圖
之
域
ヲ
履
テ
其
地
勢
ヲ
通
考
仕
處
、
四
分
通
ハ
沙
漠
ノ
草
野
ニ
テ
牛
馬
ヲ
牧
ス
ベ
ク

百
穀
ヲ
播
ス
ヘ
カ
ラ
ス
六
分
通
ハ
諸
穀
生
殖
必
然
ノ
見
込
ニ
候
處
、
先
年
來
請
負
人
ト
申

者
ヘ
相
委
土
人
ヲ
苦
役
ス
ル
コ
ト
恰
モ
牛
馬
ノ
如
ク
、
彼
カ
山
海
漁
獵
ノ
利
ヲ
罔
シ
毫
モ

開
墾
ノ
沙
汰
ニ
不
レ

及
、
誠
ニ
可
レ

歎
ノ
至
ニ
非
ス
ヤ
、
且
其
地
タ
ル
ヤ
一
體
陰
寒
ニ
シ
テ

諸
草
木
ト
モ
三
四
月
比
ヨ
リ
九
月
迄
ニ
生
育
結
果
シ
テ
、
人
モ
亦
其
間
ニ
産
業
ヲ
収
メ
大

抵
半
季
ノ
光
陰
ヲ
以
テ
一
歳
ノ
用
ヲ
辨
ス
、
然
ル
ニ
其
地
面
等
ハ
開
辟
以
來
天
造
ノ
儘
更

ニ
人
ノ
手
ヲ
入
サ
ル
バ
シ
ヨ
ニ
候
得
ト
モ
、
自
然
ト
田
畑
阡
陌
ノ
形
ヲ
成
シ
殊
ニ
用
水
ノ

便
利
ノ
備
エ
タ
ル
モ
亦
大
奇
ト
云
ヘ
シ
、
其
他
山
間
ニ
ハ
良
材
巨
木
�
立
シ
硫
黄
銅
鐵
ノ

類
ヲ
モ
胎
シ
タ
ル
由
、
恐
ク
ハ
是
造
物
者
意
ア
リ
テ
開
拓
ヲ
今
日
ニ
待
シ
モ
亦
未
ダ
知
ル

ベ
カ
ラ
ズ
、
然
ニ
其
田
畑
ニ
闢
ク
ベ
キ
地
面
ハ
實
ニ
茫
茫
乎
ト
際
限
ナ
ク
候
得
共
、
終
年

ノ
間
時
ト
シ
テ
大
颶
風
ヲ
起
シ
、
コ
レ
カ
為
ニ
草
木
一
且
ニ
枯
落
ス
ル
コ
ト
儘
有
レ

之
由

ニ
付
、
如
シ
穀
物
ヲ
播
サ
ン
ト
セ
ハ
先
其
風
勢
ヲ
避
ニ
堪
ユ
ベ
キ
山
入
レ
ノ
地
ヲ
視
テ
コ

レ
カ
業
ヲ
試
ミ
ル
ヲ
要
ス
、
其
民
居
ハ
四
軒
又
ハ
五
六
軒
ツ
ツ
大
川
ノ
�
又
ハ
海
濱
等
ニ

ア
リ
専
ラ
山
海
ノ
漁
獵
ヲ
以
テ
産
業
ト
ス
、
コ
レ
全
島
固
有
ノ
利
ニ
シ
テ
耕
織
等
ノ
事
ハ

絶
テ
知
ラ
ザ
ル
處
ナ
リ
、
是
故
ニ
開
拓
ノ
事
ヲ
務
メ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
其
己
ニ
開
ク
ル
ノ
利

ニ
資
シ
テ
未
ダ
開
ケ
ザ
ル
ノ
利
ヲ
興
シ
加
之
函
館
府
ニ
商
法
モ
亦
術
多
シ
、
冀
ク
ハ
其
始

メ
ヲ
審
ニ
シ
テ
各
地
商
社
ノ
覆
轍
ヲ
踐
ラ
ザ
ラ
ン
コ
ト
ヲ

（
前
掲
『
山
内
家
史
料
』
第
百
十
五
巻
）

岸
本
の
報
告
書
は
、
全
体
と
し
て
寒
冷
地
で
あ
る
北
海
道
の
開
拓
に
は
多
く
の
困
難

な
問
題
も
あ
る
が
さ
ま
ざ
ま
な
資
源
に
恵
ま
れ
て
お
り
、
将
来
的
に
み
て
有
望
な
こ
と

あ
た
か

を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
場
所
請
負
人
の
ア
イ
ヌ
使
役
に
つ
い
て
「
恰
モ

牛
馬
ノ
如
ク
」
と
批
判
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

北
代
忠
吉
の
書
翰

岸
本
に
同
行
し
た
北
代
も
、
十
月
十
四
日
付
け
の
「
北
代
忠
吉
蝦
夷
地
よ
り
差
し
越

し
候
書
翰
大
略
」（
前
掲
『
山
内
家
史
料
』
第
百
十
五
巻
）
の
中
で
、
三
郡
の
状
況
を
次
の

五
項
目
に
わ
た
っ
て
詳
し
く
報
告
し
て
い
る
。

一

當
方
三
郡
御
支
配
被
レ

遊
候
ニ
付
而
ハ
土
地
人
民
御
撫
育
被
レ

遊
筈
、
當
港
之
儀
者
第

一
御
國
多
端
可
二

相
辨
一

ニ
付
、
岸
本
ト
懇
談
仕
候
處
、
附
紙
之
通
昨
年
分
願
書
之
趣
承

届
候
故
直
ニ
裁
判
所
中
取
調
候
處
、
爾
来
左
之
願
書
其
儘
相
成
居
候
ニ
付
、
紅
屋
清
兵

衛
儀
指
向
申
分
御
座
候
者
ノ
様
子
ニ
付
、
彼
ノ
手
ヲ
不
レ

経
直
ニ
岸
本
ヨ
リ
願
書
取
直

シ
不
日
拜
借
地
圖
御
聞
届
相
成
候
、
是
又
附
紙
ニ
仕
寫
指
上
申
候
地
面
之
儀
者
岸
本
未
レ

歸
候
得
共
、
目
印
無
二

御
座
一

而
ハ
不
都
合
之
由
ニ
付
高
知
藩
拜
借
地
之
標
札
建
置
申
候

云
云
、
紺
屋
手
代
ノ
者
江
出
府
申
付
、
夫
是
御
國
江
取
入
平
ニ
御
用
達
之
御
さ
た
御
下
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方
心
配
仕
居
候
由
、
當
地
之
者
容
易
ニ
御

召
抱
被
レ

遊
間
敷
、
幸
岩
村
左
内
�
忠
吉
等

出
張
仕
居
候
事
故
當
地
之
者
御
用
ニ
候
ハ

ハ
精
精
取
調
可
二

申
上
一

候
、
惟
當
地
之
儀

ハ
長
崎
之
様
ニ
御
懲
被
レ

遊
候
得
共
、
御
疊

ニ
相
成
候
事
ハ
難
二

出
来
一
、
畢
竟
三
郡
御
支

配
之
爲
ニ
御
取
設
之
事
故
何
迄
モ
万
万
山

師
天
狗
之
狡
黠
者
御
召
抱
ニ
テ
ハ
御
開
墾
所
ニ
無
二

御
座
一

云
云

一

勇
拂
千
歳
兩
所
ハ
是
迄
請
負
人
ノ
支
配
場
所
ニ
候
處
、
追
追
請
負
名
目
御
廢
止
ノ
上

ハ
指
向
兩
所
ヘ
ハ
役
員
出
張
土
地
御
請
取
且
取
締
之
御
用
意
被
レ

爲
レ

遊
、
別
紙
願
書
ニ

而
先
先
申
譯
相
立
候
得
共
餘
り
役
員
出
張
延
引
ニ
相
成
候
様
ニ
而
ハ
不
レ

宜
、
極
極
御

急
被
レ

遊
可
レ

然
云
云

一

右
御
支
配
地
江
追
追
人
敷
御
繰
込
之
御
運
ニ
可
二

立
至
一
、
左
候
時
ハ
申
上
候
迄
も
無
二

御
座
一

候
得
共
最
初
ノ
中
ハ
諸
人
ヲ
シ
テ
随
分
其
欲
ニ
充
シ
テ
御
取
締
口
御
縄
張
極
テ

濶
ニ
自
由
自
在
ニ
シ
テ
、
自
然
當
方
ヲ
相
好
候
様
之
人
氣
ニ
被
レ

成
度
候
事

一

御
支
配
所
土
人
撫
育
ニ
付
而
ハ
、
今
迄
ハ
前
文
申
上
候
通
當
函
館
豪
商
ノ
者
等
請
負

人
ト
唱
場
所
場
所
ヲ
私
有
仕
、
金
殻
其
他
日
用
ノ
物
品
ヲ
輸
入
シ
土
地
産
物
ヲ
殖
シ
一

己
ノ
利
ヲ
逞
ウ
シ
、
扨
土
人
ノ
撫
育
迚
決
テ
不
二

行
届
一

實
ニ
南
米
人
ノ
黒
奴
ヲ
驅
役
仕

候
ニ
相
勝
リ
惨
酷
言
ニ
絶
エ
候
事
故
、
眞
ニ
開
墾
ノ
御
趣
意
ニ
候
ハ
ハ
第
一
土
人
ヲ
御

愛
育
被
レ

遊
恩
義
ニ
相
感
候
様
御
計
被
レ

爲
レ

成
候
時
者
、
開
拓
ノ
御
基
本
ハ
�
ニ
相
立

可
レ

申
、
將
土
人
御
撫
育
ニ
付
而
者
米
酒
鹽
ノ
輸
入
ヲ
専
務
ト
仕
候
事
ニ
而
、
爾
来
請

負
人
ノ
所
務
ニ
モ
右
ノ
三
品
ヲ
第
一
ニ
積
物
御
延
縄
網
具
舟
舟
修
覆
等
年
内
ニ
明
年
ノ

用
意
相
仕
廻
、
随
分
世
話
仕
候
様
相
見
申
候
、
却
而
金
貨
ハ
三
品
ノ
次
ニ
相
置
候
位
ニ

御
座
候
、
一
體
蝦
夷
全
島
茫
洋
至
極
ニ
御
座
候
ヘ
共
、
土
人
迚
當
蝦
夷
人
外
函
館
松
前

ざ
ん
し
ょ
う

都
而
四
百
餘
ノ
人
員
ニ
御
座
候
得
者
、
御
支
配
地
土
人
ノ
御
撫
育
迚
纔
小
ノ
儀
御
推

察
云
云

一

夕
振
千
歳
請
負
人
當
地
山
田
文
左
衛
門
儀
近
年
零
落
相
極
請
負
難
二

相
成
一

候
よ
り
、

親
族
稻
田
富
右
衛
門
と
申
者
江
相
續
歎
願
相
及
、
追
而
富
右
衛
門
江
被
二

申
付
居
一

候

處
、
先
般
請
負
人
廢
止
之
節
文
左
衛
門
儀
ハ
従
来
切
レ
放
シ
宜
敷
性
質
故
、
開
拓
使
ニ

而
廻
漕
方
爲
二

相
勤
一

候
事
ニ
相
成
居
申
候
、
當
人
等
ハ
勿
論
可
二

相
成
一

ハ
他
所
ノ
者
ヘ

請
負
様
ノ
事
御
申
付
不
レ

被
レ

遊
、
一
時
ハ
先
先
よ
り
ノ
仕
付
道
具
夫
是
ニ
付
四
五
万
乃

至
十
万
金
前
後
之
御
費
用
モ
可
レ

被
レ

爲
レ

在
候
得
共
、
御
國
許
役
員
ニ
而
根
本
取
締
自

他
矢
張
御
由
緒
ノ
可
レ

然
豪
商
等
ヘ
被
二

仰
付
一

度
、
左
候
時
ハ
兎
角
之
御
爲
と
可
二

相
成
一

當
方
ヘ
御
物
入
ハ
無
益
之
様
ニ
候
得
共
、
物
ヲ
入
候
丈
ケ
ハ
御
利
益
ニ
御
座
候
云
云

十
月
十
四
日
暁

北
代
忠
吉

政
府
宛

（
前
掲
『
山
内
家
史
料
』
第
百
十
五
巻
）

北
代
の
「
書
翰
」
は
全
体
的
に
文
意
を
把
握
す
る
上
で
困
難
な
箇
所
が
多
い
が
、
ま

ず
第
一
点
は
箱
館
に
お
け
る
高
知
藩
の
屋
敷
地
借
り
上
げ
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
史
料
の
「
附
紙
」
の
内
容
が
不
明
な
た
め
に
詳
細
は
分
か
ら
な
い
が
、「
昨
年
」、

す
な
わ
ち
明
治
元
年
段
階
か
ら
既
に
高
知
藩
は
紅
屋
清
兵
衛
と
い
う
人
物
に
依
頼
し
て

借
地
の
願
書
を
箱
館
裁
判
所
に
提
出
済
み
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
、
こ
の
願
書
は
同
裁

判
所
に
受
理
さ
れ
た
ま
ま
で
残
さ
れ
て
い
た
が
、
紅
屋
は
ど
う
も
信
用
で
き
な
い
一
面

が
あ
る
の
で
、
今
度
は
岸
本
の
手
で
直
接
裁
判
所
に
提
出
し
、
そ
れ
が
認
可
さ
れ
た
場

合
に
は
「
高
知
藩
拝
借
地
」
の
標
札
を
立
て
て
お
く
よ
う
に
す
る
、
と
い
っ
た
意
味
で

あ
ろ
う
。
同
じ
『
山
内
家
史
料
』
に
は
、
こ
の
地
所
借
り
上
げ
の
関
連
文
書
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。

御
請
書

表
間
口

三
十
二
間
三
尺

裏
間
口

三
十
八
間
一
尺

写真１－１ 北代忠吉
（港区立港郷土資料館所蔵）
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奥
行

十
六
間
三
尺

内
五
十
八
坪
三
合
用
捨
引

残
坪
五
百
二
十
四
坪
七
合

此
冥
加
米
永
九
十
四
〆
四
百
四
十
六
文

但
百
坪
ニ
付
永
十
八
〆
文

右
地
所
拜
借
仕
度
段
奉
レ

願
候
處
、
御
聞
届
被
二

仰
付
一

書
面
之
通
冥
加
永
上
納
可
レ

仕
旨
被
二

仰
渡
一

承
知
仕
候
、
仍
而
御
請
負
書
指
上
申
處
如
レ

件

明
治
二
巳
と
し
九
月

高
知
藩

岸
本
圓
藏

箱
館
縣
裁
判
所

覺

地
藏
町
築
出
屋
舗
地
一
ヶ
所

長
三
十
間
幅
二
十
間

同
所
物
揚
場

同

長
十
一
間
幅
十
間

右
者
先
達
而
商
會
入
用
ニ
付
紅
屋
清
兵
衛
名
前
を
以
右
地
所
拜
借
地
ニ
爲
二

願
出
一

御
座
候

處
、
此
度
石
狩
膽
振
兩
國
之
中
三
郡
支
配
地
ニ
被
二

仰
付
一

人
民
食
料
�
出
産
物
運
送
等
之

儀
ニ
付
、
當
所
ヘ
屋
敷
相
構
置
不
レ

申
而
ハ
指
閊
之
筋
も
御
座
候
間
、
厚
御
詮
議
之
上
地

面
拜
借
被
二

仰
付
一

度
奉
レ

願
候

以
上

巳
九
月

高
知
藩

岸
本
圓
藏

右
付
札
書
面
地
所
往
来
�
波
戸
場
相
添
五
百
貳
拾
四
坪
七
合
拜
借
願
之
通
承
届
候
事

（
前
掲
『
山
内
家
史
料
』
第
百
十
五
巻
）

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
先
の
北
代
の
報
告
で
紅
屋
清
兵
衛
は
信
用
で
き
な
い
と
述
べ

て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
岸
本
が
既
に
紅
屋
を
代
理
人
と
し
て
箱
館
・
地
蔵
町
の
屋
敷

地
と
物
揚
場
（
波
止
場
）
の
拝
借
願
い
書
類
を
提
出
さ
せ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の

よ
う
な
紅
屋
の
動
き
は
、既
に
前
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。紅
屋
と
は
、

勇
払
外
三
郡
の
経
営
に
あ
た
っ
て
開
拓
物
資
や
人
員
の
輸
送
な
ど
に
商
社
の
存
在
が
不

可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
高
知
藩
が
そ
の
名
代
に
指
定
し
た
箱
館
の
商
人
で
あ
ろ
う
。

あ
や

幕
末
の
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
四
月
、
箱
館
奉
行
の
発
案
で
武
田
斐
三
郎
ら
が
亀

田
丸
に
乗
船
し
て
ロ
シ
ア
の
ニ
コ
ラ
エ
フ
ス
ク
ま
で
視
察
の
航
海
を
行
っ
て
い
る
が
、

こ
の
船
に
同
乗
し
た
商
人
に
紅
屋
の
名
前
が
見
え
る
。
こ
れ
が
高
知
藩
に
関
係
し
た
紅

屋
と
同
一
人
物
か
否
か
は
不
明
だ
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
幕
末
・
維
新
期
と
い
う
激

動
の
時
代
に
活
躍
し
た
政
商
的
一
面
を
持
つ
商
人
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
倒
壊
し
た
江
戸

幕
府
の
出
先
機
関
で
あ
る
箱
館
奉
行
の
よ
う
な
旧
体
制
と
一
定
の
関
わ
り
が
あ
る
紅
屋

に
と
っ
て
、
維
新
政
権
を
樹
立
さ
せ
た
高
知
藩
は
、
こ
の
新
し
い
権
力
体
制
に
食
い
込

む
た
め
の
有
力
な
手
段
と
考
え
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。

な
お
、
こ
の
書
類
の
宛
先
が
「
箱
館
縣
裁
判
所
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
明
治
元
年

か
ら
二
年
と
い
う
時
期
の
特
殊
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
明
治
元
年
四
月
に

設
置
さ
れ
た
箱
館
裁
判
所
は
、
閏
四
月
に
箱
館
府
と
改
称
さ
れ
、
二
年
七
月
の
開
拓
使

設
置
ま
で
存
続
す
る
が
、
こ
の
時
期
の
大
半
は
榎
本
武
揚
の
蝦
夷
地
進
攻
と
重
複
し
て

い
る
。
本
州
で
は
、
裁
判
所
は
府
に
改
称
さ
れ
た
の
ち
、
さ
ら
に
県
と
改
称
し
て
い
る

が
、
こ
の
情
報
が
箱
館
に
も
誤
っ
て
伝
え
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
宛
先
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

北
代
「
書
翰
」
の
二
点
目
で
は
、
勇
払
・
千
歳
の
両
場
所
は
こ
れ
ま
で
場
所
請
負
商

人
の
支
配
地
だ
っ
た
が
、
開
拓
使
が
こ
の
制
度
を
廃
止
す
る
方
針
な
の
で
、
高
知
藩
も

な
る
べ
く
早
く
役
人
を
派
遣
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
次
い
で
、
三
点
目
に
高

知
藩
支
配
地
へ
開
拓
民
を
送
り
込
む
場
合
に
は
、
最
初
か
ら
厳
し
い
制
約
を
設
け
る
べ

第１章 明治初期の千歳
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き
で
は
な
い
と
い
う
。
四
点
目
で
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
支
配
地
に
お
け
る
「
土
人
撫

育
」
問
題
で
あ
る
。
と
り
わ
け
北
代
が
厳
し
く
糾
弾
し
て
い
る
の
は
場
所
請
負
人
に
よ

る
ア
イ
ヌ
使
役
の
実
態
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
實
ニ
南
米
人
ノ
黒
奴
ヲ
驅
役
仕
候
ニ
相
勝

リ
惨
酷
言
ニ
絶
エ
候
」と
も
指
摘
し
て
い
る
。こ
の
点
は
岸
本
と
も
共
通
し
た
認
識
だ
っ

た
。
そ
し
て
、
こ
の
ア
イ
ヌ
問
題
に
あ
る
程
度
目
途
を
つ
け
る
こ
と
は
開
拓
が
成
功
し

た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
。
最
後
の
五
点
目
で
は
、
夕
張
・
千
歳
場
所
の
請
負

人
で
あ
る
「
山
田
文
左
衛
門
」（
山
田
文
右
衛
門
の
こ
と
）
が
近
年
は
零
落
し
て
請
負

が
困
難
と
な
り
、
親
族
筋
の
稲
田
富
右
衛
門
（
榊
富
右
衛
門
、
榊
は
山
田
文
右
衛
門
の

女
婿
）
に
相
続
さ
せ
て
欲
し
い
と
の
嘆
願
が
出
さ
れ
て
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、

場
所
請
負
制
の
廃
止
に
よ
っ
て
様
々
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
場
所
を
高
知

藩
が
直
接
経
営
す
る
に
は
「
四
五
万
乃
至
十
万
金
前
後
」
の
費
用
が
必
要
で
あ
る
が
、

そ
の
任
に
相
応
し
い
「
豪
商
」
に
委
託
し
て
お
け
ば
「
物
ヲ
入
候
丈
ケ
ハ
御
利
益
ニ
御

座
候
」
と
い
う
結
果
に
な
る
と
い
う
。

高
知
藩
の
開
拓

岸
本
円
蔵
と
北
代
忠
吉
の
報
告
を
受
け
て
開
始
さ
れ
る
高
知
藩
に
よ
る
千
歳
地
方
の

開
拓
に
つ
い
て
は
、『
千
歳
市
史
』、『
増
補
千
歳
市
史
』、『
恵
庭
市
史
』
な
ど
に
詳
し

い
が
、
こ
れ
ら
の
記
述
を
要
約
す
る
と
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
高
知
藩
は

明
治
二
年
十
月
九
日
に
北
海
道
開
拓
の
志
願
者
募
集
を
布
告
し
、
移
住
す
る
役
員
十
数

人
と
大
工
・
人
足
・
農
夫
な
ど
あ
わ
せ
て
六
〇
人
の
開
拓
者
を
決
定
し
た
。
同
藩
の
開

拓
者
一
行
は
翌
明
治
三
年
五
月
五
日
に
浦
戸
を
出
帆
し
、
途
中
横
浜
を
経
て
六
月
六
日

函
館
に
到
着
、
地
蔵
町
に
借
り
上
げ
た
高
知
藩
屋
敷
を
拠
点
と
し
て
千
歳
郡
の
開
拓
を

開
始
し
た
。
こ
の
開
拓
者
数
は
、
二
三
家
族
・
八
二
人
で
あ
っ
た
と
も
記
さ
れ
て
い
る

（『
高
知
県
史
』
近
代
編
）。

こ
の
よ
う
な
高
知
藩
に
よ
る
千
歳
地
方
の
開
拓
に
関
し
て
は
、
明
治
三
年
九
月
、
同

地
を
視
察
し
た
米
沢
藩
士
宮
島
幹
『
北
行
日
記
』
の
中
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
ま

ず
九
月
十
三
日
の
条
に
よ
れ
ば
、
宮
島
が
札
幌
か
ら
島
松
を
経
て
千
歳
に
到
着
す
る
と

次
の
よ
う
な
光
景
が
見
ら
れ
た
。

入
口
川
ア
リ
、
巾
五
、
六
十
間
橋
ア
リ
、
渡
レ
ハ
会
所
一
軒
、
倉
々
等
多
分
ア
リ
、
此
辺

土
人
小
屋
二
、
三
十
軒
、
人
数
惣
計
数
七
、
八
十
人
斗
有
之
ヨ
シ
、
当
所
ハ
高
知
藩
支
配

地
ニ
テ
、
諸
役
員
八
人
、
其
外
大
工
、
人
足
、
農
民
共
凡
五
十
人
斗
出
張
ノ
由
。
役
所
ヲ

普
請
ス
ル
ト
テ
大
イ
ナ
ル
大
工
小
屋
等
ヲ
造
営
ス
、

翌
九
月
十
四
日
の
条
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

九
月
十
四
日

快
晴
厳
霜

昨
夜
ハ
稀
成
清
夜
ノ
為
、
非
常
ノ
厳
霜
ニ
テ
大
イ
ニ
寒
シ
。
朝
飯
後
、
当
所
詰
合
ノ
高

知
藩
岩
井
源
九
郎
ト
云
フ
人
ヘ
駒
村
罷
越
話
ス
。

勇
払
千
歳
ヲ
合
セ
五
百
両
。

諸
役
員
ハ
望
ノ
者
斗
召
連
レ
、
三
年
詰
位
ノ
積
リ
ニ
テ
八
人
斗
罷
越
居
候
由
、
後
来
ハ

家
族
引
連
レ
来
ル
心
得
ナ
リ
、
大
工
、
人
足
、
農
夫
凡
五
拾
人
斗
、
是
又
国
元
ヨ
リ
望
ノ

者
召
連
レ
来
リ
候
由
、
両
三
年
見
込
後
年
ハ
永
住
ノ
見
込
ナ
ル
由
、

五
月
五
日
国
元
出
帆
、
六
月
六
日
箱
館
ヘ
着
、
夫
ヨ
リ
当
地
ヘ
出
張
シ
、
時
節
後
レ
ニ

相
成
候
ヘ
共
、
千
歳
ノ
東
ノ
方
ニ
凡
八
千
坪
程
開
拓
シ
、
蕎
麦
等
ヲ
植
付
シ
ナ
レ
共
、
今

朝
ノ
霜
ニ
テ
害
ナ
キ
ヤ
云
々
。

千
歳
ヨ
リ
五
里
斗
北
ノ
方
「
イ
サ
リ
フ
ト
」
ヘ
三
千
坪
程
開
拓
セ
シ
ニ
、
七
月
十
五
日

ノ
水
ニ
ア
ヒ
開
拓
小
屋
迄
モ
尽
ク
流
レ
シ
ト
云
フ
。

土
州
ノ
気
込
ハ
先
ツ
五
ヶ
年
ノ
内
大
数
米
何
石
金
何
万
両
ト
見
詰
、
右
ヲ
蝦
夷
地
ヘ

捨
、
天
朝
ヘ
ノ
御
奉
公
ニ
開
拓
シ
、
諸
藩
ノ
税
金
等
見
懸
テ
支
配
代
ヲ
申
請
ル
者
ヲ
戒
ム

ル
位
ノ
気
込
ニ
テ
、
今
度
渡
海
致
ス
ニ
モ
米
価
ハ
勿
論
、
膳
、
碗
、
火
箸
等
ニ
至
ル
迄
尽

ク
持
参
、
当
地
税
金
等
ハ
一
切
目
当
ニ
致
サ
ズ
ト
ノ
事
ナ
リ
、
請
負
人
ハ
是
迄
ノ
通
ノ
税

金
ニ
テ
改
革
モ
不
致
由
。

此
度
新
ニ
農
夫
小
屋
始
、
役
宅
等
迄
都
合
四
棟
程
造
営
セ
シ
ト
ノ
咄
ナ
リ
。
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会
所
ノ
向
ニ
大
作
事
屋
造
営
ス
。

さ
ら
に
、
こ
の
日
記
は
同
藩
の
岩
井
源
九
郎
か
ら
の
聞
き
取
り
を
紹
介
し
て
い
る

が
、
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。「
農
民
ノ
手
当
日
々
米
壱
升
壱
月
ノ
野
菜

料
三
貫
文
、
月
給
壱
人
役
ヲ
勤
ム
ル
者
三
両
ツ
ヽ
右
ニ
準
ス
」、「
其
始
ハ
農
夫
二
千
人

程
引
連
レ
候
評
議
ノ
処
、
先
ツ
延
引
セ
シ
ガ
幸
ナ
リ
ト
云
フ
」、「
六
月
中
大
野
村
ヨ
リ

稲
苗
申
受
ケ
三
ヶ
所
植
付
ケ
候
処
、
一
ヶ
所
ハ
水
難
ニ
テ
不
用
立
、
弐
ヶ
所
ハ
砂
地
ニ

テ
水
持
宜
シ
カ
ラ
ズ
、
壱
丈
程
ノ
車
ヲ
補
理
仕
付
シ
ニ
最
早
穂
先
コ
ゴ
ミ
余
程
実
リ
シ

由
ナ
リ
」、「
此
度
引
連
レ
来
リ
シ
農
夫
ハ
、
国
元
ニ
テ
最
上
力
田
ノ
民
ヲ
引
連
レ
シ
ト

云
フ
」、「
明
年
ヨ
リ
家
族
引
連
候
方
、
左
候
節
ハ
月
俸
モ
別
段
之
ナ
ク
テ
ハ
不
レ

相
成
、

五
年
位
定
詰
ノ
方
」。

こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
、
高
知
藩
の
最
初
の
プ
ラ
ン
は
農
民
を
二
〇
〇
〇
人
も
送
り

込
む
計
画
だ
っ
た
が
、
そ
れ
が
延
期
に
な
っ
て
む
し
ろ
幸
い
し
た
よ
う
で
あ
る
。
明
治

三
年
五
月
か
ら
始
ま
っ
た
実
際
の
移
住
計
画
で
は
、
と
り
あ
え
ず
五
ヵ
年
を
目
途
と
し

て
高
知
藩
の
役
人
の
他
に
大
工
・
農
民
な
ど
五
〇
人
程
が
千
歳
に
送
り
込
ま
れ
、
八
〇

〇
〇
坪
を
開
墾
し
た
。
ま
た
、
移
住
時
期
に
遅
れ
た
の
で
蕎
麦
類
を
植
え
つ
け
た
。
水

田
開
発
の
計
画
も
持
っ
て
お
り
、
道
南
の
大
野
村
か
ら
水
稲
の
苗
を
手
に
入
れ
て
い
る

点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
試
み
は
、
石
狩
地
方
に
お
け
る
水
稲
栽
培
の
歴
史
か
ら
み
て

も
か
な
り
早
い
事
例
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
移
住
農
民
に
は
、
給
与
と
し
て
一
日
あ
た

り
米
一
升
と
月
に
野
菜
料
三
貫
文
を
支
給
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
最
初
の
二
〇
〇
〇

人
移
住
と
い
う
計
画
は
明
ら
か
に
過
大
だ
っ
た
。

四
年
の
開
墾
実
績
を
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
畑
地
面
積
は
、
勇
払
郡
が

一
町
七
反
七
畝
六
歩
（
う
ち
新
規
開
発
面
積
は
八
反
九
畝
一
八
歩
）、
千
歳
郡
が
七
町

八
畝
一
五
歩
（
う
ち
新
規
開
発
面
積
は
六
町
七
反
八
畝
一
五
歩
）、
夕
張
郡
で
は
開
墾

が
行
わ
れ
て
い
な
い
（
北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
『
勇
払
・
千
年
両
郡
引
継
書
類
』、『
市
史
』）。

高
知
藩
の
漁
場
経
営

こ
の
よ
う
に
、
高
知
藩
に
よ
る
分
領
支
配
は
農
業
開
拓
を
主
体
に
行
わ
れ
た
が
、
そ

の
支
配
地
に
は
千
歳
川
や
イ
ザ
リ
川
が
含
ま
れ
、
近
世
後
期
以
来
場
所
請
負
人
山
田
文

右
衛
門
の
下
で
ア
イ
ヌ
民
族
を
使
役
し
た
鮭
漁
業
な
ど
が
営
ま
れ
て
い
た
。
明
治
二
年

に
開
拓
使
の
方
針
で
場
所
請
負
人
は
漁
場
持
と
改
称
さ
れ
た
が
、
高
知
藩
は
漁
業
に
つ

い
て
も
藩
直
営
の
形
態
を
取
る
こ
と
に
し
、三
年
か
ら
漁
場
持
を
罷
免
し
た
。し
か
し
、

漁
場
経
営
の
特
殊
性
を
考
慮
し
て
、
旧
請
負
人
山
田
文
右
衛
門
の
代
人
で
あ
る
植
田
甚

蔵
を
世
話
方
と
し
て
、
通
詞
、
帖
役
、
手
代
、
船
頭
、
土
人
廻
り
役
な
ど
四
二
人
を
多

額
の
給
料
を
支
払
っ
て
雇
用
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
千
歳
川
の
漁
場
経
営
な
ど
は
藩
直

営
と
は
い
え
、
そ
の
実
態
に
は
そ
れ
ほ
ど
変
わ
り
が
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。
ま
た
、

勇
払
沿
岸
の
鰯
漁
な
ど
は
従
来
通
り
に
出
稼
ぎ
人
や
永
住
人
に
よ
る
漁
業
を
認
め
、
出

稼
ぎ
人
に
は
一
割
五
分
の
現
物
税
を
課
し
、
箱
館
出
張
所
で
取
り
立
て
た
。

四
年
の
生
産
高
（
鮭
を
除
く
）
を
み
る
と
、
藩
直
営
分
が
鰯
〆
粕
一
〇
八
七
石
九
斗

三
升
三
文
八
才
（
う
ち
税
取
立
分
が
二
九
七
石
九
斗
三
升
五
合
三
文
八
才
）、
魚
油
四

九
石
一
斗
五
升
（
う
ち
税
取
立
分
が
三
四
石
一
斗
二
升
五
合
）、
出
稼
ぎ
人
の
生
産
分

が
、
鰯
〆
粕
一
六
八
八
石
三
斗
七
合
一
文
二
才
（
税
額
分
引
き
去
り
後
の
積
み
出
し

高
）、
魚
油
一
九
三
石
三
斗
七
升
五
合
（
同
上
）
と
な
っ
て
い
る
（『
苫
小
牧
市
史
』
上

巻
、『
恵
庭
市
史
』）。
鰯
〆
粕
と
魚
油
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
生
産
額
は
藩
直
営
よ
り

も
出
稼
ぎ
人
の
方
が
上
回
っ
て
い
た
。

第
三
項

分
領
支
配
の
廃
止
と
高
知
藩
の
借
財

分
領
支
配
の
廃
止

明
治
四
年
七
月
十
四
日
、
維
新
政
権
の
廃
藩
置
県
政
策
に
よ
っ
て
分
領
支
配
の
前
提

と
な
る
藩
体
制
が
解
体
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
同
年
八
月
二
十
日
、
太
政
官
は
北
海
道

で
の
分
領
支
配
廃
止
の
方
針
を
明
ら
か
に
し
、
開
拓
使
に
「
今
般
諸
県
並
華
士
族

寺
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院
等
北
海
道
支
配
地
被
免
、
其
使
管
轄
被
仰
付
候
事
」
と
指
示
し
た
（『
開
拓
使
日
誌

第
一
号
』
明
治
四
年
、『
新
北
海
道
史
』
第
七
巻
）。
高
知
県
に
対
し
て
も
同
じ
く
太
政
官

か
ら
次
の
よ
う
な
達
が
届
い
た
。

高

知

縣

膽
振
國
之
内
勇
拂
郡
千
歳
郡
石
狩
國
之
内
夕
張
郡
支
配
被
二

仰
付
置
一

候
處
被
レ

免
候
條

地
所
開
拓
使
ヘ
可
二

引
渡
一

事

辛
未
八
月

太

政

官

今
般
北
海
道
支
配
被
レ

免
開
拓
使
ヘ
引
渡
被
二

仰
付
一

候
ニ
付
テ
ハ
、
移
住
民
�
米
穀
其

外
農
桑
漁
塩
之
具
及
ヒ
土
民
ヘ
可
二

給
与
一

物
品
等
是
迄
各
地
ヘ
準
備
有
レ

之
分
總
テ
同

使
ヘ
可
二

引
渡
一

事

一

開
拓
掛
ノ
職
員
移
住
之
輩
ハ
先
ツ
其
儘
居
住
致
サ
セ
一
時
出
張
之
者
ハ
可
レ

爲
二

引

拂
一

事

但
一
時
出
張
之
者
ト
雖
モ
其
儘
居
住
致
度
輩
ハ
可
レ

爲
二

勝
手
次
第
一

候
條
人
名
取
調
同

使
ヘ
可
二

申
出
一

事

辛
未
八
月

（
前
掲
『
山
内
家
史
料
』
第
一
四
〇
巻
）

し
か
し
、
開
拓
使
側
は
全
道
の
分
領
支
配
地
の
引
継
ぎ
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

結
局
高
知
県
が
千
歳
郡
な
ど
三
郡
を
開
拓
使
に
引
き
渡
し
た
の
は
翌
明
治
五
年
五
月
一

日
の
こ
と
で
あ
る
（『
恵
庭
市
史
』）。
こ
の
間
、
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
、
高
知
藩
が

勇
払
・
千
歳
二
郡
開
拓
の
た
め
に
投
じ
た
資
金
は
四
万
六
一
七
二
両
一
分
と
外
に
一
五

〇
〇
両
、
米
二
二
八
石
一
斗
四
升
三
合
五
勺
と
別
に
米
一
二
〇
石
で
あ
っ
た
（『
市

史
』）。
こ
の
よ
う
に
、
高
知
県
は
短
期
間
に
五
万
円
近
い
資
金
を
北
海
道
の
開
拓
に
投

じ
て
い
た
。

高
知
県
の
負
債
問
題
と
そ
の
処
理

と
こ
ろ
で
、
高
知
県
（
藩
）
が
分
領
支
配
の
廃
止
に
と
も
な
っ
て
北
海
道
を
引
き
揚

げ
る
際
に
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
同
県
が
開
拓
使
や
千
歳
場
所

の
請
負
人
だ
っ
た
山
田
文
右
衛
門
の
分
家
筋
に
あ
た
る
榊
富
右
衛
門
に
対
し
多
額
の
負

債
を
抱
え
込
ん
で
い
た
と
い
う
一
件
で
あ
る
。
こ
の
た
め
榊
は
経
済
的
に
困
窮
化
し
、

高
知
県
を
司
法
に
訴
え
る
事
態
に
ま
で
発
展
し
た
。
高
知
県
の
負
債
が
生
じ
た
原
因
に

つ
い
て
は
、
既
刊
の
『
増
補
千
歳
市
史
』
が
詳
し
く
触
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
必

要
な
範
囲
で
触
れ
て
お
こ
う
。
榊
に
対
す
る
高
知
県
の
負
債
は
二
種
類
あ
り
、
一
つ
は

榊
か
ら
仕
入
れ
た
塩
鮭
の
未
払
い
代
金
、
も
う
一
つ
は
高
知
藩
が
千
歳
場
所
を
直
営
と

し
た
際
に
榊
か
ら
譲
り
受
け
た
漁
具
類
の
代
金
で
、
い
ず
れ
も
明
治
三
年
に
発
生
し
て

い
る
。

前
者
は
高
知
藩
の
経
営
が
開
始
さ
れ
た
明
治
三
年
十
一
月
、
榊
か
ら
仕
入
れ
た
勇
払

産
の
塩
鮭
七
〇
〇
石
（
四
四
一
〇
両
）
を
東
京
通
商
会
社
に
販
売
す
る
こ
と
を
計
画
し

た
が
、
こ
の
船
が
幌
別
沖
で
遭
難
し
、
積
荷
の
塩
鮭
三
七
〇
石
が
流
失
し
た
。
輸
送
手

段
を
失
っ
た
高
知
藩
は
積
荷
分
の
代
金
二
三
三
一
両
を
支
払
う
こ
と
に
し
、
残
り
三
三

〇
石
の
契
約
を
解
除
し
た
が
、
五
年
段
階
で
も
一
二
五
六
両
二
分
余
が
未
払
い
と
な
っ

て
い
た
。
ま
た
、
後
者
の
代
金
は
一
三
九
六
両
二
分
余
で
、
こ
の
合
計
金
額
は
二
六
五

（
註
）

三
両
三
分
余
で
あ
っ
た
。

榊
は
高
知
県
側
の
支
払
を
待
っ
た
が
、
そ
の
支
払
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
高
知
県
関

係
者
が
北
海
道
か
ら
引
き
揚
げ
よ
う
と
し
た
た
め
に
訴
訟
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
件
に
関
し
て
函
館
在
勤
の
開
拓
中
判
官
杉
浦
誠
か
ら
大
蔵
省
事
務
総
裁
の
参
議
大
隈

重
信
に
宛
て
た
六
年
六
月
十
日
付
け
の
文
書
が
『
増
補
千
歳
市
史
』
に
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
榊
か
ら
の
訴
え
を
受
け
て
杉
浦
が
高
知
県
か
ら
北
海
道
に
出
張

し
て
い
る
笹
森
真
幸
ら
に
質
し
た
と
こ
ろ
、
榊
の
訴
え
は
正
当
で
あ
り
、
高
知
県
関
係

者
も
そ
の
支
払
に
応
じ
よ
う
と
し
た
が
本
県
か
ら
の
送
金
が
全
く
無
く
不
可
能
な
こ
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と
、
分
領
支
配
の
廃
止
に
と
も
な
っ
て
「
所
轄
場
所
準
備
之
品
々
」
は
既
に
開
拓
使
に

引
き
渡
し
て
お
り
、「
富
右
衛
門
方
江
可
相
払
手
当
一
切
無
之
」と
い
う
状
況
だ
っ
た
。

し
か
も
、
榊
の
経
営
状
態
は
「
諸
方
よ
り
借
財
夥
敷
、
右
済
方
遷
延
い
た
し
候
而
は
悉

及
難
渋
候
段
追
々
申
立
も
有
之
」
と
い
う
有
様
で
あ
り
、
杉
浦
判
官
は
「
旧
藩
負
債
之

義
」
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
榊
へ
の
早
急
な
「
御
下
金
」
を
求
め
て
い
る
。

高
知
県
は
、
こ
の
他
に
も
千
歳
外
二
郡
支
配
の
際
に
函
館
弁
天
町
の
山
崎
栄
三
郎
と

漁
具
の
売
買
を
行
い
、
そ
の
差
引
残
金
が
明
治
五
年
六
月
ま
で
の
分
と
し
て
一
〇
八
二

両
八
貫
六
八
〇
文
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
後
支
払
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
帰
国
の
旅

費
に
も
事
欠
い
た
岸
本
円
蔵
ら
は
、
五
年
六
月
、
山
崎
栄
三
郎
か
ら
五
〇
〇
円
を
借
用

し
、
こ
れ
は
高
知
県
平
民
の
安
岡
万
寿
が
「
立
替
払
」
し
た
（『
増
補
』）。
同
じ
く
『
恵

庭
市
史
』
に
も
、
五
年
三
月
に
高
知
県
勇
払
出
張
の
岸
本
円
蔵
が
開
拓
使
に
宛
て
た
文

書
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
開
拓
使
に
引
き
渡
す
べ
き
米
・
塩
な
ど
の

仕
込
み
品
の
代
金
一
二
九
一
両
二
分
を
高
知
県
関
係
者
の
旅
費
な
ど
に
宛
て
る
た
め
に

「
一
時
拝
借
」
を
願
い
で
、
あ
る
い
は
「
所
轄
引
払
」
の
た
め
に
帰
県
人
員
五
〇
人
の

旅
費
と
し
て
一
人
当
た
り
六
〇
両
、
合
計
三
〇
〇
〇
両
の
借
用
を
求
め
る
も
の
だ
っ

た
。こ

の
よ
う
に
し
て
、高
知
県
が
北
海
道
の
支
配
地
を
引
き
払
う
際
に
は
、米
・
味
噌
・

農
具
な
ど
の
物
品
、
開
運
丸
と
函
館
の
建
家
・
土
蔵
な
ど
あ
わ
せ
て
約
七
五
九
二
円
弱

を
開
拓
使
に
引
き
渡
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
は
、
開
拓
使
か
ら
帰
国
旅
費
な
ど
と

し
て
五
二
九
一
円
を
借
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
両
者
の
貸
借
関
係
が
清
算
さ
れ
た

の
は
明
治
十
年
の
こ
と
だ
っ
た
（
桑
原
真
人
・
田
中
彰
著『
北
海
道
開
拓
と
移
民
』第
二
章
）。

（
註
）

明
治
四
年
に
貨
幣
単
位
が
「
両
」
か
ら
「
円
」
に
変
わ
る
が
、
本
書
で
は
、
利
用
し
た

史
料
の
ま
ま
の
単
位
と
し
た
。

第
四
項

戸
長
役
場
設
置
以
前
の
行
政

明
治
初
期
の
地
方
行
政
制
度

明
治
以
前
の
北
海
道
は
、
松
前
藩
の
政
策
で
和
人
地
と
蝦
夷
地
に
区
分
さ
れ
、
同
藩

の
地
方
制
度
が
そ
れ
な
り
に
貫
徹
し
て
い
た
の
は
和
人
地
の
み
だ
っ
た
。
蝦
夷
地
に
関

し
て
は
、場
所
請
負
人
に
請
負
地
域
人
民
の
支
配
が
委
ね
ら
れ
て
い
た
。明
治
維
新
後
、

明
治
二
年
九
月
の
場
所
請
負
制
廃
止
の
方
針
は
、
そ
れ
ま
で
場
所
請
負
人
に
依
存
し
て

い
た
各
場
所
の
行
政
的
機
能
を
開
拓
使
が
直
接
把
握
し
よ
う
と
す
る
意
図
の
表
れ
で

あ
っ
た
。
だ
が
場
所
請
負
人
を
一
挙
に
廃
止
す
れ
ば
蝦
夷
地
の
行
政
が
崩
壊
す
る
可
能

性
も
あ
り
、
場
所
請
負
人
は
漁
場
持
と
改
称
し
て
九
年
ま
で
存
続
す
る
が
、
そ
の
権
限

は
徐
々
に
奪
わ
れ
て
い
っ
た
。

明
治
四
年
、
政
府
は
「
戸
籍
法
」
を
制
定
し
、
翌
五
年
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
壬
申
戸
籍
」

の
編
成
を
開
始
し
た
が
、
そ
の
際
に
戸
籍
区
が
設
け
ら
れ
、
区
毎
に
戸
長
及
び
副
戸
長

を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
戸
長
の
本
来
的
役
割
は
、
戸
籍
編
成
の
た
め
の
特
別

行
政
区
画
の
設
定
と
戸
籍
吏
を
設
置
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
旧
来
の
村
役
人
が

廃
止
さ
れ
る
中
で
、
戸
長
・
副
戸
長
が
新
た
な
行
政
機
構
の
代
表
と
し
て
、
次
第
に
官

吏
的
な
性
格
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
明
治
七
年
五
月
二
十
三
日
付
け
で
開
拓
使
が
布
達
し
た

「
区
戸
長
月
俸
規
則
」
で
あ
る
。
こ
の
規
則
で
は
、
区
長
・
副
区
長
・
戸
長
・
副
戸
長

に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
月
俸
二
〇
円
か
ら
二
五
円
・
一
二
円
か
ら
一
五
円
・
八
円
か
ら
一
〇

円
・
六
円
か
ら
七
円
を
支
給
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
下
に
は
総
代
・
副
総
代

が
置
か
れ
、
月
俸
は
五
円
と
三
円
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
本
来
は
戸
籍
編
成
の

た
め
に
設
定
さ
れ
た
区
が
重
層
的
な
大
区
・
小
区
の
設
定
と
な
り
、
一
般
行
政
区
画
に

移
行
し
て
い
っ
た
（『
新
北
海
道
史
』
第
三
巻
）。

北
海
道
で
は
開
拓
使
札
幌
本
庁
や
函
館
支
庁
、
根
室
支
庁
の
各
管
内
で
大
小
区
画
が

部
分
的
に
設
定
さ
れ
、
札
幌
本
庁
管
内
で
は
、
明
治
五
年
五
月
、
戸
長
・
副
戸
長
を
設

第１章 明治初期の千歳
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置
し
て
人
選
指
令
を
各
郡
に
達
し
た
。
七
年
に
な
っ
て
全
道
的
規
模
で
大
小
区
画
を
制

定
し
た
が
、
九
年
九
月
、
開
拓
使
は
そ
れ
ま
で
本
庁
・
支
庁
毎
に
施
行
さ
れ
て
い
た
大

小
区
画
を
統
一
し
て
「
北
海
道
大
小
区
画
」
と
し
、
全
道
を
三
〇
大
区
・
一
六
五
小
区

に
改
訂
し
た
。

明
治
七
年
二
月
二
十
五
日
付
け
で
開
拓
使
札
幌
本
庁
管
下
に
大
小
区
制
が
敷
か
れ
、

胆
振
国
は
千
歳
・
勇
払
・
白
老
・
幌
別
・
室
蘭
・
有
珠
・
虻
田
の
各
郡
が
そ
れ
ぞ
れ
大

区
を
構
成
し
た
。千
歳
郡
の
六
村
は
第
一
大
区
と
称
し
、小
区
は
設
置
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
九
年
九
月
に
な
っ
て
全
道
的
な
大
小
区
制
の
再
編
が
行
わ
れ
、
胆
振
国
は
、

虻
田
・
有
珠
・
室
蘭
の
三
郡
で
第
二
〇
大
区
、
幌
別
・
白
老
・
勇
払
・
千
歳
の
四
郡
で

第
二
一
大
区
を
構
成
し
た
。
こ
の
両
大
区
は
そ
れ
ぞ
れ
六
小
区
に
分
割
さ
れ
、
千
歳
郡

は
第
二
一
大
区
第
六
小
区
と
称
し
、
千
歳
村
・
蘭
越
村
・
烏
柵
舞
村
・
長
都
村
・
漁

村
・
島
松
村
の
六
村
か
ら
成
立
し
て
い
た
。

明
治
十
二
年
七
月
、
開
拓
使
は
「
郡
区
町
村
編
成
法
」
に
よ
り
管
内
の
大
小
区
を
廃

止
し
て
郡
区
町
村
を
編
成
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
翌
十
三
年
二
月
、
開
拓

使
は
管
内
郡
区
役
所
の
開
設
日
を
布
達
し
た
が
、
同
年
二
月
二
十
八
日
付
け
で
千
歳
郡

各
村
戸
長
に
石
山
専
蔵
が
発
令
さ
れ
て
い
る
。

明
治
十
一
年
七
月
二
十
二
日
付
け
の
太
政
官
布
告
に
よ
っ
て
、「
郡
区
町
村
編
成

法
」・「
府
県
会
規
則
」・「
地
方
税
規
則
」
の
「
地
方
三
新
法
」
が
制
定
さ
れ
た
が
、
北

海
道
で
は
「
郡
区
町
村
編
成
法
」
の
み
が
適
用
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
十
二
年
七
月
か
ら

従
来
の
大
小
区
制
と
区
戸
長
は
す
べ
て
廃
止
さ
れ
、
全
道
に
九
〇
郡
区
・
八
二
六
町
村

が
設
定
さ
れ
た
。
そ
れ
と
共
に
、
新
た
な
戸
長
の
任
命
と
戸
長
役
場
の
設
置
が
進
行
し

た
（
鈴
江
英
一
『
北
海
道
町
村
制
度
史
の
研
究
』）。
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